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序

　

福
島
県
歴
史
資
料
館
は
、
本
県
に
関
係
す
る
県
内
外
の
古
文
書
・
古
記
録
・
公
文
書
な
ど
を
継
続
的
に
収
集
・
保
存
し
て
き
ま
し

た
。
昭
和
四
十
五
年
の
開
館
か
ら
現
在
ま
で
に
、
当
館
に
収
蔵
さ
れ
た
歴
史
資
料
は
約
二
十
四
万
点
に
及
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

貴
重
な
資
料
は
歴
史
研
究
者
や
地
域
の
歴
史
研
究
会
、
市
町
村
史
の
編
纂
、
歴
史
資
料
展
な
ど
に
広
く
活
用
さ
れ
て
お
り
、
本
県
の

歴
史
を
解
き
明
か
す
上
で
欠
か
せ
な
い
県
民
共
有
の
財
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
県
と
県
民
の
歴
史
を
後
世
に
確
実
に
伝
え
て
い
く

こ
と
は
、
当
館
の
大
き
な
責
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
収
集
し
た
歴
史
資
料
を
整
理
し
て
、
そ
の
目
録
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら
『
福
島
県
歴
史
資
料

館
収
蔵
資
料
目
録
』
を
毎
年
一
冊
刊
行
し
、
す
で
に
五
十
六
冊
を
数
え
て
い
ま
す
。
本
年
度
刊
行
の
第
五
十
七
集
は
二
件
の
文
書
群
、

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）
四
八
〇
点
（
大
沼
郡
三
島
町
）
及
び
酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）
九
七
点
（
南
会
津
郡
南
会
津
町
）
を

収
録
し
て
い
ま
す
。
本
県
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
本
目
録
を
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　
　
　

令
和
八
年
三
月

�

公
益
財
団
法
人
福
島
県
文
化
振
興
財
団
理
事
長　
　

松　

本　

雅　

昭



一
、
本
目
録
は『
福
島
県
歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録
』
第
五
十
七
集
、
県
内
諸
家
寄

託
文
書
（
51
）
で
あ
る
。

　
　

当
財
団
が
管
理
・
運
営
す
る
福
島
県
歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
の
う
ち
、
令
和
七
年

度
に
整
理
を
終
え
た
以
下
の
文
書
を
収
録
し
た
。
大
沼
郡
三
島
町
河
越
卿
家
文
書

（
そ
の
四
）四
八
〇
点
、南
会
津
郡
南
会
津
町
酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）
九
七
点
。

　
　

な
お
、
本
目
録
収
載
資
料
で
あ
っ
て
も
、
資
料
の
状
態
や
形
態
等
の
理
由
に
よ
り

通
常
閲
覧
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

二
、
本
目
録
は
、お
お
む
ね『
福
島
県
歴
史
資
料
館
近
世
文
書
の
整
理
法
』に
拠
っ
て
、

分
類
整
理
し
た
。
近
代
文
書
も
こ
の
分
類
に
準
拠
し
た
。

　

近
世
文
書
分
類
項
目

１
、
藩
と
藩
政
（
代
官
と
幕
政
）

藩
主
・
代
官
、
家
臣
、
藩
法
・
布
令
、
藩
政
・
幕
政
、
戊
辰
戦
争

２
、
村
と
町

土
地
、
人
口
、
年
貢
、
諸
負
担
、
村
と
町

３
、
産　

業

農
業
、
製
造
業
、
鉱
業
、
水
産
業
、
商
業
・
金
融

４
、
交　

通

陸
上
交
通
、
大
名
幕
府
役
人
休
泊
、
宿
駅
・
問
屋
、
助
郷
、
飛
脚
、
河
川
・

海
上
交
通

５
、
一
揆
・
訴
願

６
、
寺　

社

７
、
文　

化

文
化
一
般
、
学
芸
、
学
術
芸
能
、
医
療
・
博
物
、
歴
史
・
地
誌
、
娯
楽
・
習
俗

三
、
目
録
の
記
載
形
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
、
番　
　

号　

所
蔵
者
別
に
通
し
番
号
を
付
し
た
。

２
、
主
要
部
門　

近
世
文
書
分
類
項
目
に
準
拠
し
た
。

３
、
資
料
名　

文
書
の
表
題
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
編
者
が
適
当
と
推
定
し
て
表

題
を
付
し
た
も
の
は
〔　

〕
で
包
ん
だ
。

４
、
資
料
内
容　

内
容
を
記
す
必
要
の
あ
る
文
書
は
表
題
の
わ
き
に
（　

）
で
包
ん

で
記
載
し
た
。

５
、
年　
　

代　

年
月
日
ま
で
記
載
し
、
同
一
表
題
の
文
書
が
数
年
に
わ
た
る
場
合

に
は
～
記
号
で
結
ん
だ
。
年
月
日
不
明
の
文
書
は
空
欄
と
し
た
。

６
、
形　
　

態　

大
判
型
・
中
判
型
・
小
判
型
、
一
紙
、
袋
入
、
軸
、
絵
図
、
竪
帳
・

横
帳
の
区
別
を
し
た
。

７
、
種　
　

類　

原
本
、
控
、
下
書
、
写
、
写
本
、
抄
本
、
板
本
、
刊
本
、
活
版
、

そ
の
他
。

８
、
数　
　

量　

冊
、
綴
、
通
、
巻
、
枚
の
区
別
を
し
た
。

四
、
河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）
の
編
集
な
ら
び
に
解
説
は
、
主
幹
山
田
英
明
が
担
当

し
、
学
芸
員
片
村
峰
雪
が
補
助
し
た
。
酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）
の
編
集
な
ら
び

に
解
説
は
、
専
門
学
芸
員
小
野
孝
太
郎
が
担
当
し
た
。

凡　
　
　

例



目　
　
　

次

序凡　
　

例

一
、
河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）　

�

一

二
、
酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）　
�

四
二





近
代
文
書

　
　
　
　
政
治
と
行
政

　
　
　
　
　
村
政

1　

〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
區
扱
所
よ
り
第
二
大
区
四
小
区

大
登
村
戸
長
渡
部
禎
二
宛
、
朱

書
「
至
急
」
ほ
か
、
見
消
「
西

方
出
張
所
ゟ
ノ
御
用
状
壱
通
封

入
」、
明
治
六
年
二
月
改
「
若
松

縣
管
轄
第
二
大
區
十
小
區
戸
籍

之
二
」
の
表
紙
を
再
利
用
）

①
〔
申
達
〕	

〔
明
治
〕七
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
西
方
會
所
よ
り
浅
岐
村
兼
戸
長	

六
・
二
〇　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

河
越
諒
平
宛
、
浅
岐
村
漆
木
掻

殺
願
之
儀
ニ
付
即
今
出
頭
可
有

之
、
朱
書
「
御
用
大
急
」）

②
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（〔
若
松
縣
廰
〕聴
訟
課
右
役
人
よ	

一
・
二
二　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

り
第
二
大
區
十
五
小
區
桒
原
村

惣
代
宛
、
此
状
着
次
第
出
頭
可

致
事
）

③
〔
申
達
〕	

〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
区
長
關
成
章
よ
り
十
小
区
桒
原	

一
・
二
七

村
戸
長
川
越
諒
平
宛
、
七
年
貢

税
・
雑
税
明
細
書
四
ヶ
村
分
取

纏
メ
可
被
差
出
）

④
〔
申
達
〕	

明
治
八
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
西
方
會
所
よ
り
大
登
村
戸
長
渡	

一
・
三
一　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

邉
禎
次
宛
、
戸
籍
并
総
計
之
儀

至
急
取
調
可
被
差
出
、朱
書「
至

急
」）

⑤
〔
申
達
〕	

〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
河
越
諒
平
よ
り
宮
下
村
伍
長
宛
、
二
・
四

斎
藤
房
吉
殿
副
役
御
免
ニ
相
成

候
而
者
諸
事
御
用
向
取
次
差
支

無
之
様
御
取
計
有
之
度
）

地　

域　

大
沼
郡
三
島
町

所
有
者　

河
越
哲
郎

内　

容　

目
録
第
九
集
・
第
三
十
七
集
・
第
五
十
三
集
に
収
録
し
た
「
河
越
卿
（
さ
と
）
家
」

文
書
の
追
加
分
。
河
越
家
は
、
会
津
藩
・
幕
領
田
島
代
官
所
の
支
配
地
で
あ
る
大
沼

郡
桑
原
村
（
現
三
島
町
）
の
名
主
を
つ
と
め
、
明
治
維
新
後
も
戸
長
と
し
て
地
域
の

中
心
的
存
在
で
あ
り
、
明
治
時
代
の
宮
下
村
と
の
入
会
地
訴
訟
で
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
。
本
集
に
収
録
し
た
史
料
は
、「
地
租
改
正
書
籍　

桑
原
村
」
と
書
か
れ
た

木
箱
に
す
で
に
複
数
の
袋
に
小
分
け
に
さ
れ
た
状
態
で
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
原
秩
序
を
尊
重
し
て
袋
単
位
で
整
理
を
し
、
最
も
中
心
的
な
主
題
に

よ
り
分
類
を
行
な
っ
た
。
村
政
お
よ
び
訴
訟
関
係
の
内
容
が
多
い
。

一
　
河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）

一

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑥
〔
封
筒
〕	

明
治
八
・　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
区
長
關
成
章
よ
り
十
小
区
大
登	

三
・
五

村
戸
長
渡
部
禎
二
宛
）

　

-１
〔
申
達
〕	

〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
区
長
關
成
章
よ
り
戸
長
渡
部
禎　

三
・
六

二
ほ
か
一
名
宛
、
別
紙
御
指
令

有
之
候
ニ
付
相
達
、
別
紙
欠
）

　

-２
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
佐
吉
よ
り
桒
原
村
治
八
宛
、
旧
正
・
二
八

代
金
受
取
、
ひ
か
な
代
ほ
か
）

⑦
〔
申
達
〕	
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
十
小
区
区
長
よ
り
川
越
諒
平
宛
、
三
・
九

物
産
表
四
ヶ
村
分
跡
壱
通
リ
ノ

分
至
急
可
被
差
出
）

⑧
〔
申
達
〕	

〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
区
長
關
成
章
よ
り
第
二
大
区
十　

三
・
一
六　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

小
区
桒
原
村
戸
長
川
越
諒
平
宛
、

別
紙
指
令
當
人
ヘ
可
被
相
渡
、

別
紙
欠
）

⑨
廻
達　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
八
・　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
第
二
大
區
十
小
区
區
長
よ
り
、　

四
・
三
〕

朱
書
「
大
至
急
」）

　

-１
〔
廻
達
〕	

明
治
八
・　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
第
二
大
区
十
小
区
兼
区
長
關
成　

四
・
二　
　
　

竪　

帳

章
よ
り
九
小
区
檜
原
ほ
か
五
ヶ

村
正
副
戸
長
宛
、
別
紙
御
達
ニ

付
日
限
取
調
可
被
差
出
、
若
松

縣
令
澤
簡
徳
差
出
「〔
達
〕」
合

綴
、
封
紙
に
綴
込
）

　

-２
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
關
よ
り
、
種
痘
取
調
等
今
以
テ　

四
・
三

不
被
差
出
候
村
方
モ
有
之
ニ
付

至
急
可
被
差
出
）

⑩
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
西
方
出
張
所
よ
り
第
二
大
区
十　

四
・
一
九　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

小
区
桒
原
村
戸
長
中
宛
、
第
二

大
区
十
小
区
桒
原
村
河
越
諒
平

借
金
至
急
元
利
皆
金
取
揃
可
相

納
）

⑪
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
区
長
關
成
章
よ
り
戸
長
川
越
諒　

五
・
一

平
宛
、
宮
下
・
間
方
両
村
ゟ
区

長
元
入
費
仮
割
金
急
速
取
立
可

被
相
納
）

⑫
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
区
長
關
成
章
よ
り
第
二
大
区
四　

五
・
二

小
区
桒
原
外
三
ヶ
村
戸
長
川
越

諒
平
宛
、
桒
原
外
三
ヶ
村
分
一

月
ゟ
三
月
迄
区
内
入
費
精
割
不

足
ノ
分
可
被
相
納
）

⑬
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
區
扱
所
よ
り
第
二
大
区
四
小
区　

五
・
二
一　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

桒
原
村
外
三
ヶ
村
戸
長
川
越
諒

平
宛
、
四
ヶ
村
分
貢
税
金
此
状

披
見
次
第
昼
夜
ニ
不
限
出
頭
ノ

上
可
被
相
納
、
朱
書
「
大
急
」）

⑭
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
区
長
關
成
章
よ
り
第
二
大
区
四　

五
・
二
三

小
区
桒
原
村
戸
長
川
越
諒
平
宛
、

二

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



桒
原
外
三
ケ
村
貢
税
持
参
ノ
上

可
被
相
納
、
朱
書
「
大
至
急
」）

⑮
〔
廻
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
川
井
村
役
場
よ
り
大
登
村
ほ
か　

旧
五
・
一
〇

二
ヶ
村
御
役
人
衆
中
宛
、
本
月

旧
十
五
日
耕
地
苅
敷
ニ
付
小
前

作
人
方
へ
触
達
可
被
下
）

⑯
〔
通
知
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
桒
原
村
戸
長
河
越
諒
平
よ
り
第　

六
・
一
一

二
大
区
四
小
区
区
扱
所
宛
、
村

入
費
下
納
差
上
申
候
間
御
加
筆

奉
願
候
）

⑰
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
二
大
四
小
区
區
扱
所
よ
り
第
二　

六
・
一
六

大
区
四
小
区
桒
原
村
戸
長
川
越

諒
平
宛
、
他
管
轄
ヨ
リ
寄
留
籍

認
メ
直
し
本
日
中
可
被
差
出
）

⑱
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
區
扱
所
よ
り
渡
部
禎
二
ほ
か
一　

六
・
二
一

名
宛
、
別
紙
朱
書
キ
附
札
調
査

ノ
上
可
被
差
出
、
別
紙
欠
）

⑲
〔
廻
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
川
井
村
役
場
よ
り
大
登
村
戸
長　

亥
・
一
・

渡
部
禎
二
ほ
か
二
名
宛
、
貢
税　

一
一

御
上
納
方
ニ
付
戸
前
作
人
方
へ

可
被
御
申
聞
候
）

⑳
〔
貢
税
觸
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
川
井
村
戸
長
長
谷
川
孫
太
郎
よ　

五
・
八　
　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

り
大
登
村
戸
長
渡
部
禎
二
ほ
か

二
名
・
右
村
々
御
役
人
宛
、
貢

税
上
納
方
ニ
付
御
村
方
作
人
方

へ
無
洩
觸
示
可
被
下
）

�
〔
廻
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
小
学
訓
導
渡
部
良
碩
よ
り　

五
・
二
二　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

川
井
村
ほ
か
二
ヶ
村
戸
長
・
伍

長
宛
、
砂
子
原
村
小
学
江
生
徒

試
験
等
ニ
付
生
徒
不
洩
出
校
候

様
厚
申
諭
有
之
度
）

�
〔
記
〕	

明
治
七　
　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
出
生
人
書
上
ヵ
）

�
記	

明
治
八
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
細
川
熊
太
郎
よ
り
桒
原　

四
・
一
九

村
御
役
場
宛
、
一
月
ゟ
三
月
迄

之
分
取
調
書
上
候
間
御
取
計
奉

願
上
候
、
出
生
調
ヵ
）

�
〔
記
〕	

明
治
八　
　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
出
生
人
書
上
ヵ
、「
明
治
八
年
一

月
ゟ
三
月
迄
」）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
柳
津
銀
□
□
よ
り
上
様
宛
、
三　

亥
・
五
・
八

両
壱
朱
請
取
、
米
八
斗
四
升
代
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
谷
村
同
役
〔
戸
長
〕
二
瓶
万　

二
・
四　
　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

三
郎
よ
り
桒
原
村
戸
長
河
越
諒

平
宛
、
金
銭
書
上
、
七
月
ゟ
十

一
月
迄
分
校
入
費
割
浅
又
・
間

方
村
出
し
分
ほ
か
、
〆
八
円
七

十
銭
弐
厘
六
毛
）

三

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
覚
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
七
年
以　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
五
長
中
よ
り
桒
原
村
戸　

降
〕
二
・
九

長
河
越
諒
平
宛
、
岩
代
國
大
沼

郡
西
方
村
小
平
茂
三
郎
二
男
谷

吉
外
二
名
出
生
日
之
改
ニ
付
御

取
調
御
頼
入
奉
存
候
）

�
〔
覚
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
茂
平
よ
り
桒
原
村
御
役　

四
・
一
九

場
宛
、
御
布
告
代
御
納
可
被
下
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
酒
井
壮
哲
よ
り
桒
原
村　

六
・
一
二

戸
長
河
越
諒
平
宛
、
種
痘
手
数

料
受
取
、
金
壱
円
五
拾
五
銭
）

�
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
高
清
水
岩
太
郎
よ
り
、
金
品
受　

一
二
・
三

渡
に
付
、
金
弐
分
ほ
か
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
馬
場
庄
平
よ
り
河
越
諒
平
宛
、	

一
二
・
二
〇　

封　

筒　

原
本　

一
枚

金
子
書
上
、
玉
篇
壱
冊
代
ほ
か
、

廿
五
六
日
ま
て
ニ
御
廻
金
有
之

度
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
い
せ
便
よ
り
桒
原
村
戸
長	

一
二
月

宛
、
木
羽
代
金
、
三
朱
）

�
漆
木
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
〆
八
拾
弐
本
）

�
生
高
之
調　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
善
四
郎
よ
り
桒
原
村
川
越

諒
平
宛
、
宮
下
村
分
、
合
高
百

五
拾
五
石
四
斗
七
升
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
地
価
等
書
上
、
〆
六
反
四
畝
五

分
・
十
一
円
十
八
銭
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
川
井
村
役
場
よ
り
桒
原
村
川
越

諒
平
宛
、
七
銭
五
リ
弐
毛
受
取
、

学
校
割
等
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
斎
藤
房
吉
よ
り
戸
長
河

越
諒
平
宛
、
金
子
書
上
、
金
札

拾
円
ほ
か
、
内
金
ニ
而
清
吉
殿

相
渡
し
申
候
ほ
か
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
質
物
書
上
、
夏
袴
・
紋
付
夏
羽

織
り
ほ
か
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
吉
田
屋
忠
蔵
よ
り
、
く
じ
ら
百

め
代
書
上
、
壱
貫
五
百
文
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
金
子
書
上
、
壱
貫
百
文
ほ
か
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
麻
数
書
上
、
桒
原
村
ほ
か
四

ヶ
村
分
、
合
百
弐
拾
八
体
）

�
〔
書
状
〕	

明
治
八
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
登
村
渡
部
良
碩
よ
り
桒
原
村　

二
・
一

四

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



戸
長
河
越
諒
平
宛
、
学
校
割
合

書
差
上
候
処
迅
速
御
遣
し
被
下

候
様
依
頼
申
入
候
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
渡
部
禎
二
よ
り
河
越
諒
平
宛
、	

二
・
一

中
川
井
新
田
貢
税
之
儀
急
々
御

遣
し
可
被
下
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
八
ヵ
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
斎
藤
房
吉
よ
り
戸
長
河
越　

二
・
四

宛
、
私
村
方
ニ
お
い
て
役
場
無

御
座
候
間
御
立
被
成
候
而
可
然

与
奉
存
候
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
關
成
章
よ
り
川
越
諒
平
宛
、
近　

三
・
二

日
幸
便
次
第
壱
度
被
遣
候
様
致

度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
間
方
村
長
郷
作
平
ほ
か
一
名
よ　

五
・
二
九　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

り
桒
原
村
戸
長
河
越
諒
平
宛
、

地
租
改
正
内
調
方
ニ
付
入
費
相

掛
リ
不
申
候
様
御
取
計
被
成
下

度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
八
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
斎
藤
よ
り
河
越
宛
、
私
義
副
戸

長
役
御
免
相
成
候
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
八
ヵ
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
僕
弟
逸
記
儀
陸
軍
醫
学
校
へ
寄

留
願
済
ニ
相
成
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
幕
末
～　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
尚
平
よ
り
川
井
村
長
谷
川
伊
惣　

明
治
初
期
〕

治
ほ
か
一
名
宛
、
私
ト
孫
八
け　

正
・
四

ん
く
わ
ニ
付
御
両
公
様
ニ
而
借

名
主
様
へ
御
達
置
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
川
井
伊
惣
治
よ
り
桒
原
村
川
越　

正
・
八　
　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

諒
平
宛
、
八
木
沢
一
間
之
義
ニ

付
明
日
中
ニ
も
八
木
沢
へ
御
出

被
成
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
斎
藤
よ
り
桒
原
村
河
越
宛
、
一
・
一
六

御
若
様
私
宅
江
仰
立
よ
り
被
下

度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
早
戸
村
戸
長
佐
久
間
豊
治
よ
り　

一
・
二
四　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

桒
ノ
原
村
戸
長
川
越
涼
平
宛
、

当
村
分
校
願
書
区
長
関
様
迠
御

届
ヶ
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
谷
二
瓶
万
三
郎
よ
り
桒
原
村　

一
・
二
七

戸
長
河
越
諒
平
宛
、
戸
籍
出
来

ニ
相
成
候
ハ
ヽ
大
登
村
渡
部
宅

江
御
送
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
谷
圓
福
寺
よ
り
桒
原
河
越
宛
、
一
・
二
七

戸
籍
書
入
方
出
来
ニ
付
御
吟
味

被
成
下
ほ
か
）

五

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
馬
場
よ
り
河
越
宛
、
若
松
出
廰　

旧
正
・
四

ニ
付
留
主
中
之
儀
萬
端
奉
頼
并

洋
服
等
御
遣
可
被
下
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
圓
福
寺
よ
り
桒
原
河
越
宛
、
権　

二
・
四

訓
導
被
仰
付
候
段
吹
聴
申
上
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
五
長
中
よ
り
河
越
諒
平　

二
・
四

宛
、
御
用
取
次
之
義
御
役
元
御

見
立
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
坂
下
隠
居
よ
り
河
越
諒
平
宛
、	
二
・
四

一
件
御
吟
味
ニ
付
被
告
人
共
御

呼
出
し
ニ
相
成
候
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
箕
田
保
殻
よ
り
川
越
諒
〔
平
〕　

旧
二
・
三

宛
、
御
約
定
御
直
書
被
遣
候
間

品
々
御
取
揃
置
被
成
下
度
ほ
か
）

　

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
斎
藤
房
吉
よ
り
戸
長
河
越　

三
・
五

諒
平
宛
、
生
繭
取
調
候
下
書
見

付
次
第
ニ
差
上
可
申
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
渡
部
禎
二
よ
り
桒
原
村
戸
長
河　

三
・
六　
　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

越
諒
平
宛
、
貢
金
取
立
ニ
付
極

窮
之
者
迚
も
六
ッ
ヶ
敷
相
見
如

何
取
計
宜
敷
候
哉
、
前
欠
ヵ
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
登
村
同
〔
戸
長
〕
渡
部
禎
二　

三
・
七

よ
り
桒
原
村
戸
長
河
越
諒
平
宛
、

生
産
金
之
義
ニ
付
勧
業
掛
ヘ
御

呼
出
ニ
相
成
候
處
君
も
御
発
足

ニ
相
成
候
ハ
ヽ
御
同
行
仕
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
登
〃
〔
戸
長
〕
渡
部
よ
り
桒　

三
・
二
〇

原
村
戸
長
河
越
諒
平
宛
、
絵
圖

面
出
来
御
礼
可
申
上
之
所
今
以

御
〔
無
〕
沙
汰
失
敬
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
高
清
水
寿
□
□
よ
り
桒
原
村
河　

三
・
二
五

越
公
宛
、
御
尊
公
様
御
繁
用
之

所
鳥
渡
御
尊
来
被
下
度
）

�
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
・　

封　

筒　

原
本　

一
通

（
箕
田
保
殻
よ
り
川
越
諒
平
宛
）　

旧
三
月
〕

　

-１
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
枚

（
箕
田
よ
り
川
越
宛
、
母
三
回
忌　

旧
三
・
一
四

ニ
付
御
母
堂
御
出
被
下
候
様
被

仰
上
可
被
下
ほ
か
）

　

-2
お
ほ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
詩
経
等
御
渡
遣
シ
可
被
下
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
従
若
松
大
町
同
〔
河
越
〕
諒
平　

四
・
六

よ
り
桒
原
村
河
越
逸
郎
宛
、
為

換
事
件
歎
願
御
聞
届
ニ
不
相
成

上
納
御
指
令
ニ
相
成
ほ
か
）

六

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
小
ま
へ
丑
五
郎
よ
り
河
越
諒
平　

四
・
一
一

宛
、
慈
悲
之
壱
升
丈
御
賣
し
被

下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
五
小
区
沼
沢
村
猪
俣
貞
四
郎
よ　

五
・
一
六　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

り
桒
原
村
戸
長
川
越
諒
平
宛
、

浅
岐
村
材
木
出
人
足
賃
一
件
ニ

付
当
廿
一
日
迠
ニ
者
無
相
違
相

済
可
申
）

�
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
・　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
宮
下
村
酒
井
壮
哲
よ
り
桒
原
村　

五
・
一
八
〕

御
役
場
宛
）

　

-１
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
種
痘
手
数
料
御
取
立
御
遣
し
被　

五
・
一
八

下
度
）

　

-2
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
登
渡
部
廣
三
郎
よ
り
桒
原
村　

旧
四
・
一
七

戸
長
川
越
諒
平
宛
、
貢
税
金
拾

圓
御
取
替
被
下
度
等
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
河
越
父
尊
宛
、
浅
岐
村
迄
力
蔵	

五
月

速
ニ
御
遣
被
下
度
、
間
方
出
張

よ
り
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
登
渡
部
廣
三
郎
よ
り
川
越
君　

旧
五
・
二

御
親
子
宛
、
木
材
不
全
ニ
付
御

勘
弁
を
以
三
日
計
之
内
御
出
し

被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
熊
太
郎
よ
り
桒
原
村
河　

六
・
二

越
諒
平
宛
、
貢
税
取
立
し
残
之

返
り
御
遣
被
下
度
）

�
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
・　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
宮
下
村
戸
長
渡
部
禎
二
よ
り
宮　

六
・
四
〕

下
村
旧
戸
長
河
越
諒
平
宛
）

　

-1
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
渡
部
禎
二
よ
り
河
越
諒
平
宛
、	

六
・
三

諸
帳
記
未
タ
御
引
渡
ニ
不
相
成

候
ニ
付
急
々
御
引
渡
被
下
度
）

　

-2
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
旧
副
長
斎
藤
房
吉
よ
り
旧
戸
長　

六
・
四　

川
越
諒
平
宛
、
一
月
分
民
費
今

タ
割
合
ニ
不
相
成
候
ニ
付
急
々

御
わ
り
合
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
登
村
戸
長
渡
部
禎
二
よ
り
桒　

六
・
一
二

原
村
戸
長
河
越
諒
平
宛
、
兼
而

御
願
置
候
談
判
之
義
出
来
ニ
相

成
候
ハ
ヽ
此
者
へ
御
渡
遣
被
下

度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
馬
場
よ
り
河
越
宛
、
五
圓
丈
ケ　

一
二
・
二
一

是
悲
御
貸
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
町
宿
河
越
諒
平
よ
り
伍
長
中　

一
二
・
二
四

宛
、
逆
倉
山
論
地
御
見
分
お
よ

び
薪
木
手
入
一
件
事
済
ほ
か
の

七

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



件
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
野
沢
小
嶋
忠
次
よ
り
桑
原
村
河　

一
二
・
二
八　

封　

筒　

原
本　

一
枚

越
要
平
宛
、
兼
而
依
頼
申
上
候

縁
談
之
義
ニ
付
篤
与
御
談
判
被

成
下
御
承
引
ニ
相
成
候
様
可
成

下
ほ
か
）

�
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
箕
田
保
殻
よ
り
川
越
諒
平
宛
）　

旧
一
二
・
六

　

-1
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
箕
田
保
殻
よ
り
川
越
諒
宛
、
明　

旧
一
二
・
六

年
散
田
ニ
立
夫
食
米
買
入
不
申

候
而
も
浚
方
ニ
相
成
御
安
心
可

被
下
ほ
か
）

　

-2
追
申　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（〔
箕
田
保
殻
よ
り
〕、
煙
草
入
等　

旧
一
二
・
六

御
約
定
与
相
違
い
た
し
甚
タ
迷

惑
ニ
付
御
返
し
可
被
下
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
箕
田
保
殻
よ
り
川
越
諒
宛
、
若　

旧
一
二
・

松
表
ゟ
御
受
出
被
成
下
候
品
物　

二
七

御
約
定
之
通
御
渡
可
被
下
ほ
か
）

�
口
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
箕
田
よ
り
川
越
宛
、
御
取
置
品　

旧
一
二
・

物
御
返
シ
被
下
候
様
御
願
申
上　

二
八

候
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
地
券
之
儀
ハ
旧
六
月
迄
之
日
延

御
願
申
上
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
村
茂
平
よ
り
戸
長
河
越
諒　
　
　
　
　
　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

平
宛
、
貢
税
金
取
立
方
間
違
ニ

相
見
へ
候
ニ
付
帳
面
御
取
調
之

義
ハ
私
者
方
へ
御
取
組
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
谷
〈
カ
ネ
イ
〉
よ
り
川
越
逸

郎
宛
、
縁
談
之
義
御
願
申
上
度
）

�
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
箕
田
保
殻
よ
り
川
越
諒
平
宛
、

本
紙
欠
）

�
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
大
登
村
渡
部
良
碩
よ
り
桒
原
村

戸
長
河
越
諒
平
宛
、
墨
書
「
急

々
御
依
頼
書
」、
本
紙
欠
）

2　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（「
河
越
諒
平
様
」、
反
古
袋
を
再

利
用
ヵ
）

①
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
・　
　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
西
方
出
張
所
よ
り
自
九
小
区
至　

七
・
二
九

十
五
小
区
々
戸
長
宛
、
兼
テ
差

出
置
候
證
書
之
通
繭
上
納
可
有

之
）

②
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
九
・　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
戸
長
渡
部
禎
二
よ
り
河
越
逸
郎　

八
・
一
五　
　

竪　

帳

宛
、
履
歴
進
達
ハ
美
濃
紙
御
求

メ
之
上
認
メ
御
差
出
ニ
相
成
候

八

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



様
、「〔
若
松
縣
権
令
岡
村
義
昌

宛
河
越
逸
郎
〕
履
歴
明
細
書
」

と
合
綴
）

③
馬
喰
休
業
之
願
書　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
・
二　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
宮
下
村
願
人
栗
城
清
十
郎
・
兼

戸
長
河
越
諒
平
よ
り
若
松
縣
令

澤
簡
徳
宛
、
昨
年
中
ゟ
足
病
ニ

付
歩
行
不
自
由
ニ
付
）

④
戸
長
辞
職
之
願
書　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
九
・
三　

中
判
型　

控　
　

一
冊

（
第
二
大
區
四
小
區
桒
原
村
浅
岐　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

村
両
村
戸
長
河
越
諒
平
よ
り
若

松
縣
令
澤
簡
徳
宛
、
近
頃
病
患

時
々
強
發
仕
職
務
相
勤
兼
候
ニ

付
）

⑤
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
卒
度
番
留
四
郎
よ
り
刑
法
方
御　

午
五
月

役
所
宛
、
桒
原
村
常
吉
よ
り
宿

料
取
立
願
、
津
川
解
部
方
奥
書

「
早
速
上
納
可
為
致
」）

⑥
御
届
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
九
・　
　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
第
二
大
区
四
小
区
桒
原
村
浅
岐　

三
・
二
八

村
両
村
戸
長
河
越
諒
平
よ
り
扱

所
宛
、
母
親
俄
ニ
服
病
ニ
付
帰

村
願
）

⑦
自
家
用
料
酒
製
造
御
届　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
九
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村
角
田
忠

三
よ
り
大
沼
郡
長
町
野
主
水
宛
、

濁
酒
九
斗
八
升
）

⑧
農
事
月
報　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

二
枚

（
田
稲
ほ
か
）	

九
月

⑨
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
岩
城（
マ
マ
）国
大
沼
郡
桒
原
村

人
数
ほ
か
書
上
、書
込「
寺
帳
」）

⑩
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

（
岩
城（
マ
マ
）国
大
沼
郡
桒
原
村　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

勢
書
上
、
距
離
・
反
別
ほ
か
）

⑪
地
租
改
正
調
ニ
付
取
究
書
之
事　
　
　

明
治
八
・　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
桒
原
村
調
人
二
瓶
仙
太
郎
・
浅　

六
・
三
〇　
　

竪　

帳

岐
村
伍
長
諏
訪
伊
八
ほ
か
一
名

・
村
代
角
田
長
八
ほ
か
六
名
・

・
戸
長
河
越
諒
平
、
抹
消
済
）

⑫
春
會
集
取
究
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
子
組
伍
長
若
林
伊
之
松
ほ
か
二　

壬
申
・
二　
　

竪　

帳

五
名
、
日
番
之
儀
ほ
か
、
兼
肝

煎
河
越
諒
平
奥
書
「
前
書
之
通

相
違
無
之
候
也
」）

⑬
畑
借
受
小
作
證
文
之
事　
　
　
　
　
　

明
治
六
・
五　

中
判
型　

控　
　

一
冊

（
宮
下
村
小
作
人
目
黒
金
平
ほ
か　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

五
人
よ
り
大
登
村
戸
長
渡
部
禎

二
ほ
か
一
名
宛
、
大
登
村
字
中

川
井
荒
畑
地
）

⑭
金
子
借
用
証
文
之
事　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
・　
　

中
判
型　

控　
　

一
冊

（
十
小
区
桒
原
村
借
主
河
越
諒
平　

二
・
一
六　
　

竪　

帳

ほ
か
二
名
よ
り
大
登
村
馬
場
庄

平
宛
、
金
百
五
十
一
円
五
十
二

銭
、「
引
当
之
人
参
畑
」
ほ
か
を

合
綴
）

九

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑮
金
員
并
蝋
品
借
用
書　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
第
一
六
区
桒
原
村
借
主
河
越
太　

五
・
二
〇　
　

竪　

帳

平
ほ
か
二
一
名
よ
り
同
区
同
村

金
主
長
谷
川
富
三
郎
ほ
か
七
名

宛
、
訴
訟
入
費
金
宮
下
村
ヘ
出

金
ニ
付
借
用
仕
度
、
蝋
三
拾
貫

百
廿
目
ほ
か
、
印
紙
添
付
）

⑯
借
用
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
第
十
六
区
桒
原
村
借
主
小
林
伊　

五
・
二
〇　
　

竪　

帳

之
三
ほ
か
七
名
よ
り
同
村
河
越

太
平
ほ
か
一
三
名
宛
、
訴
訟
入

費
出
金
方
ニ
差
支
ニ
付
借
用
仕
、

印
紙
添
付
）

⑰
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
・　
　

一　

紙　

写
ヵ　

一
通

（
戸
長
河
越
諒
平
よ
り
若
松
縣
令　

一
〇

澤
簡
徳
宛
、「
大
縄
場　

三
段

五
畝
廿
歩
」
ほ
か
、
前
欠
ヵ
）

　
　
　
　
村
と
町

　
　
　
　
　
諸
負
担

3　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（「
明
治
六
年
割
金　

同
七
年
帳

記
」、
反
古
袋
を
再
利
用
）

①
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
金
銭
書
上
、
御
出
張
所
へ
呼
出

費
ほ
か
、
浅
岐
村
分
）

②
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
金
銭
書
上
、
〆
四
貫
六
十
弐
匁

九
分
）

③
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
河
越
諒
平
よ
り
父
上
宛
、
間
方　

八
・
六

村
之
帳
記
此
も
の
ニ
御
遣
被
下

度
ほ
か
、「
大
至
急
」）

4　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（「
歳
徳
神
徳
」、
反
古
紙
を
再
利

用
）

①
回
章　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
八
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
小
学
訓
導
よ
り
、書
込「
至

急
」）

　

-1
〔
回
章
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
訓
導
渡
部
良
碩
よ
り
大
登
村
ほ　

八
・
五　
　
　

竪　

帳

か
三
ヶ
村
御
役
人
宛
、
学
校
入

費
割
合
の
件
、
〆
金
九
圓
九
拾

六
銭
七
厘
五
毛
、
封
紙
に
合
綴
）

　

-2
七
月
ゟ
九
月
迄
学
校
入
費
割
賦　
　
　
〔
明
治
〕八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
訓
導
よ
り
大
登
村
ほ
か
三
ヶ
村　

一
〇
・
三
〇

戸
長
宛
）

②
西
方
會
所
積
金
仮
割　

区
長
給
料
一　

明
治
七
・　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

月
ゟ
三
月
迄
之
分　

地
價
百
分
之
五　

六
・
四　
　
　

竪　

帳

戸
長
給
料
割
合
取
遣
帳

　
　
　

（
桒
原
村
）

③
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
綴

（
馬
場
庄
作
よ
り
間
方
村
伍
長
宛
、　
　
　
　
　
　

竪　

帳

病
気
ニ
付
御
日
延
日
数
ヵ
、
庄

作
分
ほ
か
）

④
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
金
銭
書
上
、
三
十
壱
銭
七
厘
壱　
　
　
　
　
　
　

横　

帳 一
〇

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



毛
ほ
か
）

⑤
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
金
銭
書
上
、「
十
二
等
割
当
り
」）　
　
　
　
　
　

横　

帳

⑥
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
金
銭
書
上
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横　

帳

⑦
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
金
子
落
掌
ほ
か
、「
ゟ
田
嶋
」）　

一
一
・
一
五

　
　
　
　
　
村
と
町

5　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
黒
判
「
京
菓
子
所
小
國
屋
喜
四

郎
」、
反
古
袋
を
再
利
用
）

①
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
禄
七
・　
　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
宮
下
村
名
主
喜
兵
衛
・
組
頭
兵　

一
一
・
三

助
よ
り
桒
原
村
名
主
次
郎
左
衛

門
宛
、
反
別
書
上
、
合
六
町
弐

反
七
畝
廿
四
歩
）

②
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
禄
七
・　
　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
宮
下
村
名
主
喜
兵
衛
・
与
頭
兵　

一
一
・
三

助
よ
り
桒
原
村
名
主
次
郎
左
衛

門
宛
、
反
別
書
上
、
合
六
町
弐

反
七
畝
廿
四
歩
、
朱
書
「
第
四

号
附
録
」）

③
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
一
四
・　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
宮
下
村
立
合
藤
左
衛
門
ほ
か
四　

一
一

名
・
名
主
喜
兵
衛
よ
り
桒
原
村

名
主
清
次
郎
・
与
頭
・
惣
百
姓

宛
、
焼
畑
反
別
書
上
、
合
四
町

四
反
弐
畝
壱
銭
壱
厘
四
毛
）

④
横
濱
相
場　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
期
ヵ
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
朝
鮮
人
参
価
格
ヵ
、
洋
銀
五
拾　

子
六
・
一
一

九
匁
八
分
五
リ
ン
）

⑤
〔
覚
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
期
ヵ
〕　

一　

紙　

写
ヵ　

一
通

（
桒
原
村
名
主
次
郎
衛
門
よ
り
二　

寅
三
・
一
五

瓶
藤
助
宛
、
反
別
改
面
付
帳
預

置
の
件
、
前
欠
）

⑥
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
枡
彦
よ
り
川
越
宛
、
金
銭
書
上
、
四
・
一
四

〆
三
両
三
分
ト
弐
貫
四
百
八
十

弐
文
、
米
代
ヵ
ほ
か
）

⑦
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
中
村
吉
平
よ
り
川
越
宛
、
さ
し　

四
・
二
九

ひ
き
九
十
三
銭
弐
毛
受
取
）

⑧
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
金
銭
書
上
、
壱
分
三
朱
ト
壱
貫

七
百
弐
十
五
文
）

⑨
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
金
銭
書
上
、
〆
百
十
九
匁
六
分

五
り
ん
）

⑩
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
会
津
領
主
書
上
ほ
か
）

⑪
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書
ヵ
一
通

（
金
銭
書
上
）

一
一

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑫
證　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
借
金
證
文
雛
型
）

⑬
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
馬
場
庄
作
よ
り
大
谷
村
五
十
嵐　

旧
一
〇
・

治
平
宛
、
此
書
状
着
次
第
急
速　

一
一

作
吾
殿
御
登
町
ニ
相
成
候
様
奉

願
上
の
件
ほ
か
、「〔
桒
原
村
河

越
翁
宛
〕
書
状
」
を
同
封
）

⑭
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
木
屋
茂
左
衛
門
よ
り
河
越
御
老　

一
一
・
二
七

君
宛
、
一
両
日
中
若
松
ヘ
御
出

張
之
よ
し
御
噺
申
上
度
ほ
か
）

⑮
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
ソ
セ
エ
よ
り
馬
場
庄
平
宛
、
金　

一
二
・
五

圓
調
達
可
致
旨
の
件
ほ
か
）

⑯
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕九
・　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
第
二
大
区
四
小
区
扱
所
よ
り
桑　

八
・
三

原
村
旧
戸
長
河
越
諒
宛
、
朱
書

「
大
急
」
ほ
か
、
中
身
欠
）

⑰
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（「
御
者　

行
人
町
川
嶌
吉
平
」）

⑱
〔
反
古
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（「
年
徳
大
善
神
」
ほ
か
）

6　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
印
「
若
松
下
一
之
町
御
茶
卸
小

賣
三
川
屋
庄
七
」、反
古
袋
を
再

利
用
）

①
契
約
ヲ
履
行
シ
速
ニ
入
費
相
拂
候
様　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

云
　々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
・
二
三

（
二
瓶
仙
太
郎
よ
り
、
今
更
入
費

請
求
候
共
償
却
可
致
義
務
無
之

儀
ト
奉
存
候
、
裏
面
に
酒
肴
代

ほ
か
書
上
）

②
帰
郷
御
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
福
島
県
第
拾
六
区
岩
代
國
大
沼　

一

郡
桒
原
村
河
越
治
八
ほ
か
一
名

・
同
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か
一

名
よ
り
宮
城
上
等
裁
判
所
判
事

竹
野
敏
行
宛
、
河
越
治
八
ほ
か

一
名
無
拠
事
故
有
之
ニ
付
帰
郷

仕
度
）

③
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
第
十
六
区
大
沼
郡
桒
原
村
原
告　

三
・
二
九

惣
代
二
瓶
仙
太
郎
ほ
か
一
名
よ

り
福
島
裁
判
所
長
代
理
若
松
支

廰
詰
司
法
省
九
等
出
仕
立
岩
一

郎
宛
、
出
頭
并
往
復
費
ほ
か
書

上
、
金
百
八
十
三
円
九
拾
八
円

廿
銭
ほ
か
）

④
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
中
山
駅
よ
り
、
中
山
ゟ
壺
下
行　

・
一
一
・

馬
代
受
取
、
金
弐
十
弐
銭
三
リ
）	

二
〇

⑤
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
〇
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
裁
判
関
係
人
名
書
上
、
明
治
七

年
十
一
月
出
訴
若
松
縣
聴
訟
三

坂
殿
ほ
か
七
名
）

一
二

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑥
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
小
谷
新
右
衛
門
よ
り
上
宛
、〔
賣　

二
・
一
〇

上
金
請
取
、
細
末
礬
石
五
匁
ほ

か
、
二
口
〆
六
匁
壱
分
六
り
）

⑦
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
京
屋
仙
太
郎
よ
り
上
宛
、
代
金　

一
〇
・
三

請
取
、
上
々
□
□
□
惣
朱
丸
形

松
竹
梅
の
ゑ
廿
人
分
ほ
か
、
金

弐
円
ほ
か
）

⑧
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
長
谷
川
久
三
よ
り
川
越
宛
、
金　

一
一
・
九

札
六
圓
受
取
）

⑨
入
費
書
出
調　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
十
四
人
往
復
代
ほ
か
、
合
弐
百

六
拾
九
円
三
拾
八
銭
三
厘
）

⑩
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
代
金
書
上
、
四
十
四
里
一
丁
十

弐
人
往
復
代
ほ
か
）

⑪
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
代
金
書
上
、
わ
た
代
ほ
か
、
〆

三
貫
八
百
文
）

⑫
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
行
程
書
上
、
白
岩
よ
り
仙
臺
国

分
町
ま
で
）

⑬
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
里
程
書
上
、
宮
城
よ
り
若
松
ま

で
ほ
か
、
裏
面
に
家
賃
ほ
か
書

上
）

⑭
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
漢
方
書
上
、
唐
大
黄
ほ
か
）

⑮
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
漢
方
代
金
書
上
、
石
膏
一
銭
三

分
ほ
か
）

⑯
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
人
名
ほ
か
書
上
、「
宮
城
縣
第
二

大
区
八
小
区
陸
前
国
宮
城
郡
仙

臺
国
分
町
百
四
十
三
番
地
仮
舎

士
族
斎
藤
永
久
」
ほ
か
）

⑰
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
書
類
通
数
書
上
、
山
入
會
訴
訟

入
費
請
求
之
訴
二
通
十
枚
ほ
か
、

〆
八
通
九
十
二
枚
）

⑱
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
語
彙
書
上
、「

楛
」
ほ
か
、
往

来
物
写
ヵ
、
牧
澤
村
天
野［　

］

よ
り
桒
原
村
河
越
一
郎
宛「〔
封

紙
〕」の
再
利
用
）

⑲
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
「
第
二
大
区
八
小
区
国
分
町
百

四
十
三
番
地
ノ
内
一
番
地
借
宅
」）

⑳
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（「
国
分
町
神
藤
小
太
郎　

永
頼
」）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
「
小
三
郎
事
名
改
遠
藤
赤
通　

小
田
原
大
行
院
丁
」）

一
三

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
書
状
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
東
一
番
町
三
十
五
番
地
川
邉
き　

一
一
・
一
二

く
・
福
嶌
縣
第
十
六
区
岩
代
国

大
沼
郡
桒
原
村
河
越
逸
郎
ほ
か

三
名
よ
り
、
前
欠
ヵ
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
馬
場
愿
治
よ
り
尊
父
・
尊
兄
宛
、
一
・
一
三

下
宿
ハ
入
熟
（
マ
マ
）
ヨ
リ
モ

多
費
ニ
付
御
一
賢
之
上
御
送
金

有
之
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
逸
郎
よ
り
鈴
木
〔
誠
介
〕
宛
、	
一
・
二
七

人
頭
揃
ニ
不
相
成
候
而
者
出
訴

も
不
相
成
候
処
旧
會
佐
野
貞
次

郎
殿
外
一
名
御
配
慮
被
下
心
強

罷
在
候
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
朗
よ
り
御
父
尊
宛
、
深
田
検
査　

六
・
一
〇　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

ニ
参
り
候
様
ニ
候
ハ
ヽ
料
理
・

砂
糖
少
々
御
買
入
被
下
度
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
判
事
渡
邉
公
未
タ
本
官
御
免
ニ　

九
・
一
三

不
相
成
等
当
地
之
形
勢
申
上
ほ

か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
朗
よ
り
御
父
尊
宛
、
此
度
村
方　

一
〇
・
二
九　

封　

紙　

原
本　

一
枚

ゟ
拾
人
出
頭
ニ
付
私
も
罷
出
度

存
候
へ
共
御
用
多
忙
等
ニ
付
見

合
申
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
栄
町
東
條
相
尋
詳
細
承
候
へ
共

未
タ
決
評
ニ
不
相
成
、
若
松
ゟ

白
河
迄
里
程
ほ
か
書
込
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
一
条
之
儀
控
訴
ニ
付
惣
代
一
二

名
ニ
シ
テ
差
出
候
様
御
理
解
ノ

上
訴
状
御
下
ニ
相
成
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
一
条
之
儀
控
訴
ニ
付
惣
代
一
二

名
ニ
シ
テ
差
出
候
様
御
理
解
ノ

上
訴
状
御
下
ニ
相
成
、
後
欠
ヵ
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
福
島
縣
権
参
事
中
条
公
当
地
へ

御
出
張
ニ
付
租
税
課
官
員
福
島

縣
出
仕
ト
御
拝
命
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
入
費
調
之
儀
ハ
御
引
渡
ニ
差
支

ニ
付
宮
下
ニ
而
も
未
タ
調
ニ
不

相
成
ほ
か
）

�
〔
札
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
〕　
　

一　

紙　

板
本　

二
枚

（
印
字
「
國
府
」、
朱
印
「
國
産
名

葉
」
ほ
か
）

�
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
墨
書
「
上
」）

�
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
墨
書
「
□
町
」）

一
四

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
〕　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
無
地
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
～　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
山
寺
米
澤
屋
よ
り
馬
場
中
野
三　

明
治
期
〕

郎
左
衛
門
宛
、
本
文
な
し
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
一
条
ニ
付
）

　
　
　
　
訴
訟

7　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
第
二
大
區
四
小
區
桒
原
村
、「
第

一
号　

一 

慶
長
度
證
書 

壱
通
」

ほ
か
、
訴
訟
書
類
提
出
用
袋
を

再
利
用
）

①
〔
乍
恐
書
付
ヲ
以
申
上
候
事
〕　
　
　

元
禄
八
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
焼
畑
年
貢
の
件
、
朱
書
「
第
八　

三
・
晦

号　

明
治
十
年
三
月
二
十
日　

司
法
省
九
等
出
仕
立
岩
一
郎
閲
」、

前
欠
）

②
乍
恐
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事　
　
　

享
保
一
九
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
谷
与
宮
下
村
百
姓
代
次
兵
衛　

三

ほ
か
八
名
よ
り
御
代
官
宛
、
焼

畑
年
貢
の
件
、
朱
書
「
第
九
号

　

明
治
十
年
三
月
二
十
日　

司

法
省
九
等
出
仕
立
岩
一
郎
閲
」）

③
〔
焼
畑
年
貢
受
取
証
〕　
　
　
　
　
　

享
保
一
九
～　

中
判
型　

原
本　

一
綴

（
宮
下
村
名
主
忠
兵
衛
よ
り
桒
原　

宝
暦
五　
　
　

横　

帳

村
名
主
次
郎
兵
衛
宛
、
朱
書

「
明
治
十
年
三
月
二
十
日　

司

法
省
九
等
出
仕
立
岩
一
郎
閲
」

ほ
か
」）

④
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
綴

（
小
林
家
の
件
、
熊
三
所
有
田
地　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

の
件
ほ
か
）

⑤
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
九
々
明
村
戸
長
若
地
義
平
よ
り　

五
・
一
八　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

間
方
村
戸
長
河
越
泰
助
宛
、
木

地
師
出
稼
当
年
も
格
別
御
世
話

被
成
忝
奉
存
ほ
か
）

⑥
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
入
用
之
物
ニ
て
適
図
之
手
本
早

速
御
届
可
被
下
ほ
か
）

⑦
〔
書
状
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
若
松
学
校
も
当
月
朔
日
ゟ
西
洋

学
御
開
創
ニ
相
成
候
由
）

⑧
〔
書
状
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

小
判
型　

原
本　

一
冊

（
内
済
ニ
而
前
々
之
形
ニ
立
返
り　
　
　
　
　
　
　

横　

帳

候
ほ
か
）

⑨
成
繭
品
評
會
審
査
成
蹟
表　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
小
島
四
郎
平
ほ
か
三
九
名
分
、　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

大
沼
郡
中
ノ
川
村
東
川
村
組
合

役
場
罫
紙
）

⑩
〔
草
木
画
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
期
ヵ
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
袈
澤
愚
閑
、
彩
色
）

8　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
「
明
治
八
ヨ
リ
九
年
山
論
書
類

一
五

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



逆
倉
境
界
論
書
類
」、
反
古
紙

を
再
利
用
）

①
〔
書
類
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
～
八　

中
判
型　

下
書
ヵ
一
綴

（
明
治
七
年
九
月
二
三
日
付
若
松　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

縣
令
澤
簡
徳
宛
「
兼
戸
長
勤
向

不
正
ニ
付
訴
状
」
ほ
か
を
合
綴
、

入
會
裁
判
関
係
書
類
を
含
む
）　
　
　
　
　
　

②
同
大
区
同
小
区
宮
下
村
与
入
会
地
并　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

山
境
界
論
之
儀
ニ
付
再
三
願
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

（
実
以
て
窮
迫
ニ
及
候
事
件
ニ
付

御
指
令
被
成
下
度
、
年
欠
「
同

大
区
同
小
区
宮
下
村
与
入
會
地

并
境
界
論
之
儀
ニ
付
再
願
書
」

の
写
を
合
綴
）

③
委
任
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
若
松
縣
管
下
第
二
大
区
四
小
区

大
沼
郡
桒
原
村
ヨ
リ
同
区
同
郡

宮
下
村
エ
関
シ
入
合
論
地
ノ
事

件
ニ
付
深
田
瀧
次
郎
ヲ
以
代
人

ト
定
メ
権
限
ヲ
代
理
為
致
）

④
宮
下
村
譲
畑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

写　
　

一
枚

（
河
越
諒
平
ほ
か
一
名
、
論
地
絵

図
ヵ
、
書
込
「
治
八
御
呼
出
ニ

付
此
繪
圖
持
参
」、二
八
×
三
八

㎝
）

⑤
〔
論
地
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

写　
　

一
枚

（
宮
下
村
譲
畑
ヵ
、
彩
色
、
二
七

×
三
四
㎝
）

⑥
松
木
賣
切
一
札
之
事　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
・　
　

一　

紙　

下
書　

一
枚

（
第
二
大
区
十
小
区
桒
原
村
賣
主　

七
・
七

河
越
太
平
ほ
か
一
名
・
才
判
人

河
越
治
八
よ
り
同
区
宮
下
村
栗

城
清
市
宛
、
字
逆
倉
山
分
、
金

四
円
）

⑦
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
宮
下
金
之
丞
よ
り
桒
原
衆
中
宛
、
子
・
二　
　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

金
銭
書
上
「
壱
之
口　

桒
原
村　

・
二
六

当
」
ほ
か
、
封
紙
に
「
為
取
替

入
金
候
書
附
」
と
あ
り
）

⑧
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
綴

（
高
陣
場
山
図
ほ
か
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

9　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
桒
原
村
、「
山
論
繪
圖
面
入
」
ほ

か
）

①
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
・　
　

絵　

図　

原
本　

一
枚

（
第
二
大
區
四
小
區
桒
原
村
原
告　

一
二

人
河
越
逸
郎
ほ
か
二
名
・
戸
長

河
越
諒
平
、
論
地
ほ
か
、
七
一

×
一
四
八
㎝
、
彩
色
）

②
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
・　
　

絵　

図　

原
本　

一
枚

（
第
二
大
區
四
小
區
桒
原
村
原
告　

一
二

人
河
越
逸
郎
ほ
か
二
名
、
論
地

ほ
か
、
七
一
×
一
四
八
㎝
、
彩

色
）

③
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
八
・　
　

絵　

図　

写　
　

一
枚

（
第
二
大
區
四
小
區
大
沼
郡
桒
原　

一
二

村
河
越
諒
平
ほ
か
三
名
・
第
二

一
六

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



大
區
四
小
區
宮
下
村
惣
代
細
川

一
馬
ほ
か
三
名
、
高
土
山
ほ
か
、

六
六
×
一
八
八
㎝
、
彩
色
）

④
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

写
ヵ　

一
枚

（
第
二
大
区
十
小
区
桒
原
村
原
告

人
河
越
逸
郎
ほ
か
二
名
、
高
土

山
ほ
か
、
五
四
×
一
一
〇
㎝
、

彩
色
）

⑤
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

原
本　

一
枚

（
大
曽
祢
ほ
か
、
七
〇
×
七
八
㎝
、

彩
色
）

⑥
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

下
書　

一
枚

（
三
山
潟
ほ
か
、
四
八
×
八
一
㎝
）

⑦
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

下
書　

一
枚

（
地
名
な
し
、
五
四
×
一
五
五
㎝
、

一
部
彩
色
）

⑧
〔
山
論
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

下
書　

一
枚

（
地
名
な
し
、
七
三
×
八
一
㎝
）

⑨
地
券
証
御
取
調
御
書
替
願　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
綴

（
入
會
之
地
券
ニ
御
改
正
被
成
下　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

度
）

⑩
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
朗
よ
り
御
父
尊
宛
、
大
谷
村
ニ　

・
三
・
一
六

テ
従
前
唱
候
山
字
名
ほ
か
書
上
、

前
欠
ヵ
）

10　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
「
請
求
訴
状
写
并
請
求
ノ
訴
答

書
ノ
類
」
ほ
か
、
反
古
袋
を
再

利
用
）

①
入
費
請
求
不
服
ノ
控
訴
状
稿　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

下
書　

一
冊

（
北
洲
舎
員
籾
山
頼
三
郎
草
稿
・　

一
一
・
六　
　

竪　

帳

代
言
人
嶋
橋
義
幹
・
代
書
人
齋

藤
永
久
、
原
告
人
川
越
逸
郎
ほ

か
二
名
、
被
告
人
齋
藤
善
次
郎

ほ
か
三
名
、
訴
訟
入
費
規
則
外

ノ
入
費
悉
皆
償
却
致
ス
ヘ
シ
ト

ノ
御
判
決
不
服
ニ
付
）

②
上
申
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
綴

（
宮
下
村
江
係
ル
訴
訟
入
費
請
求　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

之
一
件
ニ
付
登
町
ス
ベ
キ
道
理

無
之
儀
ト
奉
存
候
）

③
帰
郷
御
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

（
福
嶌
縣
下
第
拾
六
区
岩
代
國
大　

一
・
二
二　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
河
越
治
八
ほ
か
一

名
・
同
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か

一
名
よ
り
宮
城
上
等
御
裁
判
所

判
事
竹
野
敏
行
宛
、
無
処
事
故

有
之
ニ
付
）

④
宮
下
村
総
代
往
復
調
書   　
　
　
　
　

明
治
七
～
九　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
朱
書
「
不
差
出
候
」）		



竪　

帳

⑤
往
復
度
数
調　
　
　
　
　
　

  　

 　
　

明
治
七
～　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
山
論
出
訴
に
付
、
二
瓶
仙
太
郎　

一
〇　
　
　
　

竪　

帳

ほ
か
分
）

⑥
控
訴
出
庭
日
記	

明
治
一
〇
～　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
日
時
・
人
数
ほ
か
書
上
）　
　
　

一
一　
　
　
　

竪　

帳一
七

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑦
〔
往
復
度
數
調
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

控
ヵ　

三
枚

（
福
島
縣
下
第
十
六
区
岩
代
国
大　

一
・
八

沼
郡
桒
原
村
河
越
逸
郎
ほ
か
三

名
・
代
言
人
嶋
橋
義
幹
・
右
差

添
人
齋
藤
永
久
よ
り
宮
城
上
等

御
裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行
宛
、

登
町
帰
村
日
ほ
か
書
上
、
前
欠
）

⑧
往
復
度
數
調　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
嶌
縣
下
第
十
六
区
岩
代
国
大　

一
・
一
七　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
河
越
逸
郎
ほ
か
三

名
・
右
代
言
人
嶋
橋
義
幹
・
右

差
添
人
齋
藤
永
久
よ
り
宮
城
上

等
御
裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行
宛
、

登
町
帰
村
日
ほ
か
、
明
治
七
～

一
〇
年
分
）

⑨
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
～　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

（
登
町
帰
村
日
ほ
か
書
上
）　
　
　

一
〇　
　
　
　

竪　

帳

⑩
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（「
一 

被
告
答
書
写
之
事
」
ほ
か
）

⑪
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
出
訴
経
費
書
上
、「〔
往
復
度
數　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

調
〕」
ほ
か
合
綴
）

⑫
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
出
廷
経
費
ほ
か
書
上
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

⑬
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

二
枚

　
　
　

（
登
町
帰
村
回
数
ほ
か
）

⑭
委
任
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
管
下
大
沼
郡
桒
原
村
小　

一
〇
・
一
〇　

竪　

帳

林
伊
之
三
ほ
か
一
一
名
、
福
嶋

縣
管
下
第
十
六
区
大
沼
郡
桒
原

村
ヨ
リ
同
区
宮
下
村
ヘ
関
シ
山

論
入
費
事
件
ニ
付
河
越
逸
郎
二

瓶
仙
太
郎
ヘ
権
限
之
事
ヲ
代
理

為
致
）

⑮
委
任
状
之
事	

明
治
一
一　
　

一　

紙　

下
書
ヵ
一
通

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村

総
代
河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
よ
り
、

宮
下
村
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
請
求

ノ
一
件
上
告
届
等
ニ
付
島
橋
義

幹
ヘ
権
限
ノ
事
ヲ
代
理
為
致
）
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〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
「
入
會
論
ニ
関
ス
ル
旧
書
一
号

ヨ
リ
十
号
入
」
ほ
か
、
反
古
袋

を
再
利
用
）

①
山
入
會
論
訴
訟
入
費
請
求
之
訴
答
書　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
区
大
沼
郡
桒
原　

五
・
二
三　
　

竪　

帳

村
総
代
被
告
人
河
越
逸
郎
ほ
か

二
名
よ
り
福
島
縣
裁
判
所
長
代

理
若
松
支
廰
詰
司
法
省
九
等
出

仕
立
岩
一
郎
宛
、
訴
訟
入
費
取

調
前
書
互
ニ
押
印
仕
為
替
置
候

云
々
の
件
ほ
か
、
朱
書
「
第
三

号
」）

②
山
入
會
論
訴
訟
入
費
請
求
訴
之
決
答　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

書
扣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
・
三
一　
　

竪　

帳

　
　
　

（
福
島
縣
下
第
十
六
区
大
沼
郡
桑

原
邨
摠
代
被
告
人
二
瓶
仙
太
郎

ほ
か
二
名
よ
り
福
嶋
縣
裁
判
所

長
代
理
若
枩
支
廰
詰
司
法
省
九

一
八

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



等
出
仕
立
岩
一
郎
宛
、
入
費
ハ

桒
原
村
ヨ
リ
償
却
ス
ヘ
キ
義
務

無
之
候
得
ハ
今
更
償
却
可
致
ト

ノ
尊
命
ハ
落
意
不
仕
）

③
五
ヶ
所
手
入
御
指
令
願　
　
　
　
　
　

明
治
九
・　
　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
第
二
大
区
四
小
区
桒
原
村
原
告　

九
・
二　
　
　

竪　

帳

惣
代
二
瓶
仙
太
郎
ほ
か
一
名
・

代
言
人
深
田
瀧
次
郎
よ
り
若
松

縣
裁
判
所
七
等
判
事
渡
邉
清
宛
、

当
年
之
儀
ハ
留
山
不
致
一
日
一

駄
ツ
ヽ
刈
取
候
様
厚
御
理
解
被

成
下
置
度
）

④
病
気
ニ
付
日
延
願　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
出
頭
猶
豫
被
成
下
度
、
雛
型
）

⑤
明
治
七
年
租
税
賦
皆
済　
　
　
　
　
　

明
治
七　
　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
桒
原
村
・
宮
下
村
分
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

⑥
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
糸
敬
よ
り
川
越
御
隠
居
宛
、
酒

手
形
ほ
か
代
金
明
細
ヵ
）

12　

〔
包
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（「
若
松
支
廰　

林
某
」
ほ
か
、
反

古
紙
を
再
利
用
）

①
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
第
十
六
區
會
所
よ
り
桒
原
村
用　

五
・
二
三

係
什
長
宛
、
朱
書
「
至
急
」
ほ

か
）

　

-1
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
〇
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
會
所
よ
り
桒
原
村
用　

五
・
二
三

係
什
長
宛
、
無
遅
滞
出
頭
候
様

可
相
達
）

　

-2
〔
召
喚
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
福
島
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り
、	

五
・
二
二

第
十
六
区
桑
原
村
惣
代
宛
、
来

ル
廿
六
日
午
前
第
八
時
民
事
課

江
罷
出
ヘ
キ
、
朱
書
「
第
六
百

三
十
七
号
」）

②
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
第
十
六
區
會
所
よ
り
宮
下
村
ほ　

・
六
・
一

か
一
ヶ
村
用
係
什
長
宛
、
朱
書

「
大
急
」
ほ
か
）

　

-1
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
會
所
よ
り
宮
下
村
ほ　

・
六
・
一

か
一
ヶ
村
用
係
什
長
宛
、
無
遅

滞
出
頭
候
様
可
相
達
）

　

-2
〔
召
喚
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
福
島
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り
、	

五
・
三
一

第
十
六
区
桑
原
村
宛
、
来
ル
六

月
四
日
午
前
第
八
時
民
事
課
江

罷
出
ヘ
キ
、
朱
書
「
第
六
百
三

十
七
号
」）

③
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
會
所
よ
り
桒
原
村
用　

・
七
・
一
七　

封　

紙　

原
本　

一
枚

係
什
長
宛
、
無
遅
滞
出
頭
候
様

可
相
達
、
別
紙
「〔
召
喚
状
〕」

は
欠
、
朱
書
「
大
急
」
ほ
か
）

④
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
〇
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
第
十
六
區
會
所
よ
り
桒
原
村
用　

七
・
二
〇

一
九

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



係
什
長
宛
、
朱
書
「
大
至
急
」

ほ
か
）

　

-1
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
〇
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
會
所
よ
り
桒
原
村
用　

七
・
二
〇

係
什
長
宛
、
別
紙
達
越
相
成
候
）

　

-2
〔
召
喚
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
福
島
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り
、	

七
・
一
九

第
十
六
区
桑
原
村
用
係
宛
、
来

ル
廿
四
日
午
前
第
八
時
民
事
課

江
罷
出
ヘ
キ
、
朱
書
「
番
外
」）

⑤
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
第
十
六
區
會
所
よ
り
宮
下
村
用　

九
・
八

係
什
長
宛
、
朱
書
「
急
」
ほ
か
）

　

-1
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
〇
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
會
所
よ
り
桒
原
村
ほ　

九
・
八

か
一
ヶ
村
用
係
什
長
宛
、
出
頭

候
様
可
相
達
）

　

-2
〔
召
喚
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
福
島
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り
、	

九
・
七

第
十
六
区
宮
下
村
ほ
か
一
ヶ
村

惣
代
宛
、
来
ル
十
二
日
午
前
第

八
時
民
事
課
江
罷
出
ヘ
キ
、
朱

書
「
第
六
百
三
十
七
号
」）

⑥
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
宮
下
齋
藤
房
吉
よ
り
桒
原
村
用　

九
月

係
宛
、
持
夫
賃
二
ツ
割
金
弐
銭

六
り
御
渡
し
被
下
度
）

⑦
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
〇　

封　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
第
十
六
區
會
所
よ
り
桒
原
村
用　

七
・
一
三

係
什
長
宛
、本
紙
欠
、朱
書「
急
」

ほ
か
）

⑧
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
米
沢
宮
内
粟
野
茂
左
衛
門
よ
り　

四
・
一
六
ヵ

桒
之
原
村
河
越
諒
平
宛
、「
至
急

要
用
」）

⑨
〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
第
十
六
區
會
所
よ
り
桒
原
村
用　

九
・
五

係
什
長
宛
、
封
紙
の
み
、
朱
書

「
急
」
ほ
か
）

13　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
「
享
保
度
山
論
ニ
付
宮
下
村
ヨ

リ
差
出
候
旧
書
類　

六
通
」、反

古
袋
を
再
利
用
）

①
訴
訟
目
安
ノ
儀
ニ
付
御
尋
ノ
答
書　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
桒
原
村
惣
代
二
瓶
仙　

三
・
二
四

太
郎
ほ
か
一
名
・
代
理
人
深
田

瀧
次
郎
よ
り
、
惣
山
入
會
タ
ル

コ
ト
明
瞭
可
仕
ト
心
得
奉
訴
願
）

②
山
税
ノ
儀
御
尋
ニ
付
御
答　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
自
村
山
ノ
計
リ
ノ
山
税
ニ
ハ
過　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

分
ニ
相
見
ヘ
）

③
桒
原
村
宮
下
村
入
會
論
ノ
儀
書
取
ヲ　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

写
ヵ　

一
通

以
テ
申
シ
出
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付
左

ニ
奉
申
上
候

（
第
二
号
証
書
ニ
先
御
代
ヨ
リ
入

會
ニ
御
座
候
ほ
か
、
後
欠
）

二
〇

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



④
桒
原
宮
下
両
山
論
之
儀
ニ
付
申
上　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
訴
訟
申
上
候
訴
状
之
大
旨
意
ほ

か
）

⑤
〔
明
治
七
年
十
一
月
九
日
奉
訴
願
候　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

訴
状
之
旨
意
御
尋
ニ
付
申
上
〕

（
惣
山
入
會
タ
ル
コ
ト
明
瞭
可
仕

ト
心
得
奉
御
訴
訟
）

⑥
〔
明
治
七
年
十
一
月
九
日
奉
訴
願
候　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

訴
状
之
旨
意
御
尋
ニ
付
申
上
〕

（
惣
山
入
會
タ
ル
コ
ト
分
明
可
仕

ト
心
得
奉
御
訴
訟
）

⑦
〔
桒
原
村
ヨ
リ
宮
下
村
ヘ
係
ル
山
地　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

入
會
之
儀
ニ
付
上
申
〕

（
素
々
入
會
ノ
地
所
縮
メ
ン
カ
為

ル
奸
策
ヲ
廻
ラ
シ
私
共
ヲ
欺
キ

人
民
ノ
妨
害
ヲ
ナ
シ
実
ニ
困
却

相
極
）

⑧
〔
桒
原
宮
下
入
會
山
之
儀
ニ
付
申
上
〕	

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
山
税
の
件
）

⑨
代
人
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

控
ヵ　

一
冊

　
　
　

（
第
十
六
區
桒
原
村
願
人
川
越
治　

三　
　
　
　
　

竪　

帳

八
・
第
十
一
區
糠
塚
町
代
理
人

鈴
木
誠
介
よ
り
、
第
十
六
區
宮

下
村
江
係
ル
山
論
ノ
儀
ニ
付
出

訴
致
居
候
處
鈴
木
誠
介
ニ
代
理

為
致
度
）

⑩
慶
長
度
田
畑
論
為
取
替
証
書　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
通

　
　
　

（
桒
原
宮
下
田
畑
論
無
事
ニ
付
覺

書
）

⑪
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

二
枚

　
　
　

（
昨
日
御
依
頼
申
上
候
草
稿
ハ
此

の
も
の
へ
被
遣
度
）

14　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
「
天
保
年
中
焼
畠
年
貢
取
立
調

写
」
ほ
か
、
反
古
袋
を
再
利
用
）

①
上
申
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
警
察
費
金
上
納
之
御
達
留
書
帳

記
載
も
無
之
当
村
之
納
分
何
程

ニ
御
座
候
哉
）

②
上
申
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
警
察
費
金
上
納
之
御
達
留
書
帳

記
載
も
無
之
当
村
之
納
分
何
程

ニ
御
座
候
）

③
訴
訟
入
費
ノ
儀
ニ
付
歎
願
書　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
嶌
縣
第
十
六
区
桒
原
村
被
告　

六
・
一
一　
　

竪　

帳

総
代
河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
よ
り

福
嶌
裁
判
所
長
代
理
若
松
支
廰

司
法
省
九
等
出
仕
立
岩
一
郎
宛
、

何
卒
入
費
ノ
ギ
ハ
原
被
自
費
ニ

被
成
下
度
、
貼
紙「
無
用
之
事
」）

④
入
會
山
論
訴
訟
入
費
請
求
事
件
綴
込　

明
治
一
〇　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
明
治
一
〇
年
六
月
二
七
日
付
福　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

嶌
裁
判
所
長
代
理
若
松
支
廰
詰

司
法
省
九
等
出
仕
立
岩
一
郎
宛

「
代
人
願
書
」
ほ
か
を
合
綴
、

付
箋
「
第
六
百
七
十
三
号　

林

殿
」）

二
一

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑤
控
訴
御
届
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
被
告
第
十
六
区
桒
原
村
総
代
河

越
治
八
ほ
か
一
名
よ
り
、
原
告

第
十
六
区
宮
下
村
ヨ
リ
同
区
桑

原
村
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
之
訴
御

裁
判
ニ
不
服
ニ
付
）

⑥
當
午
ノ
桒
原
村
焼
畑
御
年
貢
勘
定
取　

正
徳
四
・　
　

中
判
型　

写　
　

一
冊

立
帳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一　
　
　
　

横　

帳

（
宮
下
村
、
朱
書
「
第
四
号　

同

附
録
」）

15　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

　
　
　

（「
焼
畑
地
代
所
書
帳
」、
反
古
袋

を
再
利
用
）

①
山
論
訴
訟
目
安
御
尋
答
書　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
第
十
六
區
桒
原
村
惣
代
二
瓶
仙　

三
・
二
四　
　

竪　

帳

太
郎
ほ
か
一
名
よ
り
福
嶌
裁
判

所
若
松
支
庁
民
事
課
宛
、
惣
山

入
會
タ
ル
コ
ト
明
瞭
可
仕
儀
ト

心
得
）

②
上
申
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
九
ヵ
〕　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
第
二
大
区
四
小
区
桒
原
村
原
告　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

惣
代
河
越
諒
平
ほ
か
一
名
・
同

代
言
人
深
田
瀧
次
郎
・
同
区
宮

下
村
被
告
惣
代
細
川
一
馬
ほ
か

二
名
よ
り
大
谷
村
出
張
直
喜
義

憲
ほ
か
二
名
宛
、
入
會
山
境
界

取
極
メ
御
見
分
受
候
ヶ
所
の
件
、

字
ヶ
所
境
界
ニ
お
ゐ
て
ハ
後
日

互
ニ
申
分
無
之
、「
御
受
書
」
ほ

か
合
綴
）

③
〔
入
会
地
所
ノ
件
ニ
付
上
申
〕　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
大
沼
郡
桒
原
村
総
代　

一
一
・
三

渡
部
丑
太
郎
ほ
か
二
名
よ
り
福

島
縣
五
等
属
矢
部
重
高
宛
、
宮

下
村
取
調
ハ
不
明
瞭
ニ
御
座
候
）

④
〔
入
会
地
所
ノ
件
ニ
付
御
審
判
願
〕　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
惣
山
入
會
タ
ル
コ
ト
明
瞭
可
仕　

三
・
二
六

儀
ト
心
得
）

⑤
山
地
入
會
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写
ヵ　

一
冊

　
　
　

（
宮
下
地
内
字
倉
谷
入
総
山
の
件
、
八　
　
　
　
　

竪　

帳

一
村
難
立
行
場
合
ニ
至
ニ
付
）

⑥
當
午
桒
原
村
焼
畑
御
年
貢
勘
定
取
立　

正
徳
四
・　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　

帳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一　
　
　
　

横　

帳

　
　
　

（
宮
下
村
、
朱
書
「
明
治
十
年
三

月
二
十
日
司
法
省
九
等
出
仕
立

岩
一
郎
閲
」
ほ
か
）

⑦
當
辰
焼
畑
地
代
金
取
立
小
前
帳　
　
　

天
保
三
・　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
大
谷
組
宮
下
村
、「〔
天
保
七
年　

一
二　
　
　
　

横　

帳

一
二
月
〕
焼
畑
御
年
貢
帳
」
ほ

か
合
綴
）

16　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

　
　
　

（「
山
論
書
類
」、
反
古
紙
を
再
利

用
）

①
裁
判
言
渡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り
福　

四
・
九　
　
　

竪　

帳

島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村
総

代
原
告
人
河
越
諒
平
ほ
か
三
名

・
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下

村
総
代
被
告
人
細
川
一
馬
ほ
か

二
二

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



三
名
宛
、
倉
谷
入
惣
山
争
論
の

件
、
訴
状
返
答
書
共
ニ
却
下
之

事
）

②
〔
裁
判
言
渡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

小
判
型　

写　
　

一
綴

　
　
　

（
宮
城
上
等
裁
判
所
よ
り
福
嶌
縣　

三
・
九　
　
　

竪　

帳

岩
代
国
桒
原
村
総
代
原
告
河
越

逸
郎
ほ
か
一
名
・
右
代
言
人
島

橋
義
幹
・
福
嶌
縣
岩
代
国
大
沼

郡
宮
下
村
総
代
被
告
齋
藤
善
次

郎
ほ
か
二
名
宛
、
訴
訟
入
費
償

却
一
件
不
服
ノ
控
訴
之
件
ニ
付

原
告
ハ
被
告
ノ
請
求
ス
ル
金
額

ノ
内
前
記
成
規
ニ
觸
レ
タ
ル
部

分
ヲ
除
キ
其
ノ
余
ハ
償
却
ス
ヘ

キ
モ
ノ
ト
心
得
ヘ
シ
）

③
申
渡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
福
島
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り
福　

五
・
一
五

島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村
川

越
諒
平
ほ
か
一
名
宛
、
民
事
詞

訴
一
件
ニ
付
無
届
遅
参
罰
金
申

付
ル
、
朱
書
「
十
一
年
第
三
百

九
十
五
号
」）

④
〔
訴
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

写　
　

一
通

　
　
　

（
齋
藤
善
次
郎
ほ
か
二
名
よ
り
、	

五
・
七

訴
訟
入
費
相
拂
候
様
御
裁
断

被
成
下
置
、
前
後
欠
ヵ
）

⑤
訴
訟
入
費
請
求
不
服
ノ
控
訴
状
扣　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
原
告
代
言
人
島
橋
義
幹
・
代
書　

一
一
・
六　
　

竪　

帳

人
斎
藤
永
久
よ
り
宮
城
上
等
裁

判
所
長
判
事
坂
本
政
均
宛
、
訴

訟
入
費
規
則
外
ノ
入
費
記
載
ア

ル
ヲ
悉
皆
償
却
致
ヘ
シ
ト
ノ
御

判
決
ハ
不
服
ニ
付
、
朱
書
「
第

五
号
」）

⑥
訴
訟
入
費
償
却
ノ
上
告　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
区
岩
代
国
大
沼　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

郡
桒
原
村
総
代
上
告
人
河
越
逸

郎
ほ
か
一
名
よ
り
福
島
縣
第
十

六
区
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村
総

代
被
告
人
齋
藤
善
次
郎
ほ
か
二

名
宛
、
原
告
桒
原
村
ヨ
リ
被
告

宮
下
村
江
係
リ
倉
谷
入
惣
山
入

會
の
件
、
聴
断
ノ
定
規
ニ
背
キ

且
法
ニ
適
セ
サ
ル
判
決
ナ
リ
ト

思
考
ス
、「
別
冊
証
據
目
録
」
ほ

か
合
綴
）

⑦
〔
訴
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
宮
下
村
ヨ
リ
係
ル
山
入
會
論
中

訴
訟
入
費
請
求
之
儀
ニ
付
彼
是

苦
情
申
立
入
費
償
却
不
致
難
渋

仕
）

⑧
訴
訟
入
費
請
求
ノ
儀
ニ
付
再
決
答
書　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
嶌
縣
第
十
六
区
桒
原
村
被
告　

六
・
八　
　
　

竪　

帳

総
代
二
瓶
仙
太
郎
ほ
か
一
名
よ

り
福
嶋
裁
判
所
長
代
理
若
松
支

廰
司
法
省
九
等
出
仕
立
岩
一
郎

宛
、
四
年
間
ノ
入
費
原
告
ノ
廉

ヲ
以
テ
被
告
ヘ
償
却
致
ヘ
ク
ノ

尊
命
ハ
落
意
仕
兼
）

⑨
訴
訟
入
費
請
求
不
服
控
訴
ノ
答　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
嶌
縣
第
十
六
区
岩
代
國
大
沼　

一
二
・
二
一　

竪　

帳

郡
宮
下
邨
惣
代
被
告
人
齋
藤
善

二
三

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



次
郎
ほ
か
一
名
よ
り
宮
城
上
等

裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行
宛
、
實

ニ
不
都
合
之
訴
状
仕
多
分
ノ
損

害
ヲ
被
懸
迷
惑
至
極
）

⑩
桒
原
宮
下
両
村
入
會
論
之
儀
書
取　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
第
十
六
區
桒
原
村
惣
代
河
越
逸　

三
・
一
九　
　

竪　

帳

郎
ほ
か
二
名
よ
り
福
島
裁
判
所

若
松
支
廰
詰
司
法
省
九
等
出
仕

立
岩
一
郎
宛
、
此
上
土
地
減
少

仕
候
様
ニ
テ
ハ
実
ニ
一
村
退
轉

ノ
場
合
ニ
立
至
リ
困
苦
焦
慮
千

万
）

⑪
〔
訴
訟
入
費
催
促
之
儀
ニ
付
申
上
〕　

明
治
一
〇　
　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
被
告
人
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡

桒
原
村
総
代
河
越
治
八
ほ
か
一

名
よ
り
、
判
文
中
訴
訟
入
費
償

却
ノ
明
文
モ
記
載
無
之
ニ
ヨ
リ

償
却
致
シ
難
ク
）

⑫
上
申
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写
ヵ　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
下
第
十
六
区
岩
代
國
大　

二
・
二
七　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ

か
一
名
・
代
言
人
島
橋
義
幹
・

差
添
人
齋
藤
永
久
よ
り
宮
城
上

等
裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行
宛
、

宮
下
邨
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
請
求

ノ
一
件
ニ
付
被
告
ニ
於
テ
該
訴

ノ
為
メ
登
町
ス
ベ
キ
道
理
無
之
、

朱
書
「
訴
訟
用
紙
三
銭
宛
ノ
紙

三
枚　

表
紙
共
五
枚　

十
一
年

二
月
廿
七
日
進
達
」）

⑬
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
第
十
六
区
桒
原
村
河
越
諒
平
ほ　

五
・
一
五

か
一
名
よ
り
福
島
裁
判
所
長
代

理
若
松
支
廰
詰
判
事
補
町
田
真

秀
宛
、
御
呼
出
遅
参
之
罰
金
上

納
仕
、
朱
印
「
受
領
」）

⑭
〔
訴
訟
入
費
償
却
事
件
ニ
付
申
上
〕　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
綴
マ
ル
処
初
審
裁
判
丈
ケ
ハ
直　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

者
ナ
ル
ヘ
キ
ヤ
）

⑮
〔
入
會
山
出
訴
ノ
件
〕　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
止
ム
ヲ
得
ス
シ
テ
出
訴
ニ
及
候
、

後
欠
）

⑯
原
被
申
口
御
聞
置
ノ
願
書　

山
論
始　

明
治
九
・　
　

中
判
型　

控　
　

一
冊

末
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
・
三　
　
　

竪　

帳

　
　
　

（
第
二
大
区
四
小
区
桒
原
村
惣
代

河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
・
代
言
人

深
田
瀧
次
郎
よ
り
大
谷
村
御
出

張
直
喜
義
憲
ほ
か
一
名
宛
、
桑

原
ゟ
宮
下
ヘ
係
リ
山
地
入
會
之

儀
ニ
付
被
告
曲
者
ナ
ル
事
明
白

ナ
リ
ほ
か
）

⑰
地
券
証
御
取
調
御
書
替
願　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

控
ヵ　

一
冊

　
　
　

（
桒
原
村
よ
り
、
宮
下
邨
村
内
字　

一
二　
　
　
　

竪　

帳

サ
倉
谷
入
惣
山
の
件
、
従
前
ノ

通
入
會
地
券
ニ
御
改
正
被
成
下

置
度
）

⑱
帰
郷
御
願
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
県
下
第
拾
六
區
岩
代
國
大　

一
・
二
二　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
河
越
治
八
ほ
か
一

名
・
同
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か

二
四

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



一
名
よ
り
宮
城
上
等
裁
判
所
判

事
竹
野
敏
行
宛
、
被
告
宮
下
村

ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
請
求
不
服
ノ

儀
奉
控
訴
審
判
中
ノ
處
無
拠
事

故
有
之
ニ
付
、
宮
城
上
等
裁
判

所
奥
書
「
聞
届
候
事
」）

⑲
帰
縣
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

控　
　

一
通

　
　
　

（
福
島
縣
下
桒
原
村
総
代
河
越
逸　

五
・
二
四

郎
ほ
か
一
名
よ
り
大
審
院
長
代

理
判
事
玉
乃
世
履
宛
、
私
共
ゟ

訴
訟
入
費
償
却
上
告
之
處
無
據

家
事
ニ
付
）

⑳
帰
縣
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

控　
　

一
通

　
　
　

（
福
島
縣
下
桒
原
村
総
代
河
越
逸　

五
・
二
四

郎
ほ
か
一
名
よ
り
大
審
院
長
代

理
判
事
玉
乃
世
履
宛
、
私
共
ゟ

訴
訟
入
費
償
却
上
告
之
處
無
據

家
事
ニ
付
）

�
帰
縣
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

控
ヵ　

一
通

　
　
　

（
福
島
縣
下
桒
原
村
総
代
河
越
逸　

五
・
二
四

郎
ほ
か
一
名
よ
り
大
審
院
長
代

理
判
事
玉
乃
世
履
宛
、
本
日
上

告
仕
候
些
少
入
費
償
却
之
件
ハ

白
井
政
夫
儀
代
理
為
致
ニ
付
）

�
帰
縣
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
下
桒
原
村
総
代
河
越
逸　

五
・
二
四　
　

竪　

帳

郎
ほ
か
一
名
よ
り
大
審
院
長
代

理
判
事
玉
乃
世
履
宛
、
訴
訟
入

費
償
却
之
儀
奉
上
告
候
處
不
據

家
事
ニ
付
、
大
審
院
奥
書
「
聞

届
候
事
」）

�
山
論
之
儀
ニ
付
再
願
書　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
同
区
宮
下
村
ヘ
入
会
山
之
儀
ニ

付
御
訴
訟
の
件
、
後
欠
）

�
御
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
一
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
大
審
院
判
事
玉
乃
世
履
宛
、
訴

訟
入
費
償
却
事
件
上
告
の
件
、

不
当
之
御
判
決
ト
思
考
仕
、

書
込
「
十
一
年
八
十
一
号
」）

�
〔
焼
畑
年
貢
取
立
帳
〕　
　
　
　
　
　

明
治
九
・　
　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
大
谷
組
宮
下
村
の
天
保
三
年
・　

七
・
三
〇　
　

竪　

帳

同
七
年
・
同
一
一
年
・
弘
化
四

年
分
）

�
〔
裁
判
資
料
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
九　
　
　

中
判
型　

写
ヵ　

一
綴

　
　
　

（「
第
一
一
号
答
辨
書
」
ほ
か
合　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

綴
、
第
一
一
～
一
五
号
ほ
か
）

�
御
審
判
中
差
出
候
書
類
之
部　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
訴
訟
用
三
銭
罫
紙
八
枚
ほ
か
、	

五
～
九　
　
　

竪　

帳

「
出
庭
之
部
」
ほ
か
合
綴
）

�
上
告
日
誌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

小
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
河
越
、「
六
日
町
宮
原
ノ
借
宅	

四
～
六　
　
　

横　

帳

渡
部
佐
太
郎
同
佐
吉
」）

�
若
松
入
費　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

原
本　

一
綴

　
　
　

（
訴
訟
経
費
書
上
、〆
五
拾
四
円
）	

五
～
九　
　
　

横　

帳

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

一　

紙　

原
本　

二
枚

　
　
　

（
答
書
・
出
庭
日
ほ
か
書
上
）　
　

五
～
九

�
福
島
縣
下
岩
代
國
大
沼
郡
宮
下
村
ヘ　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写
ヵ　

一
冊

係
リ
訴
訟
入
費
請
求
ノ
儀
ニ
付
入
費　

三
・
一
一　
　

竪　

帳二
五

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



調
書（

福
島
縣
下
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原

村
原
告
惣
代
河
越
逸
郎
ほ
か
一

名
、
〆
百
弐
拾
壱
円
五
拾
四
銭
、

往
復
之
部
ほ
か
）

�
書
類
及
出
庭
往
復
調
書　

訴
訟
入
費　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

取
調
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
一
三　
　

竪　

帳

　
　
　

（
福
島
縣
下
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原

村
原
告
惣
代
河
越
逸
郎
ほ
か
一

名
、
〆
金
百
拾
壱
圓
九
拾
九
銭
、

往
復
ノ
部
ほ
か
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
世
話
人
よ
り
総
代
宛
、
金
弐
百　

七
・
二
〇

七
拾
六
円
相
渡
申
候
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
裁
判
書
類
冊
数
書
上
、「
若
松
裁

判
所
江
差
出
シ
タ
ル
宮
下
村
ノ

訴
状
」
ほ
か
）

�
福
島
縣
第
十
六
区
宮
下
村
ヨ
リ
同
区　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

桒
原
村
ヘ
係
リ
山
論
訴
訟
入
費
請
求

ノ
儀
出
訴
ニ
付
書
類
及
出
庭
往
復
調

書
（
「
答
書
其
外
裁
判
所
ヘ
差
出
タ

ル
書
類
ノ
部
」
の
み
書
上
、「
出

庭
ノ
部
」
は
中
絶
）

�
委
任
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
管
下
大
沼
郡
桒
原
村
河　

一
一
・
九　
　

竪　

帳

越
太
平
ほ
か
九
名
よ
り
、
福
島

縣
管
下
第
十
六
區
大
沼
郡
桒
原

村
ヨ
リ
同
區
宮
下
村
ヘ
関
シ
山

論
入
費
ノ
事
件
ニ
付
桒
原
村
河

越
治
八
角
田
弥
曽
八
ヲ
以
テ
代

理
為
致
）

�
委
任
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
訴
訟
入
費
償
却
上
告
ノ
部
理
代　

四
・
二
三

人
の
件
、
反
古
ヵ
）

�
委
任
状

　
　
　

（
第
十
六
区
桒
原
村
河
越
太
平
ほ　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

か
二
〇
名
よ
り
、
福
島
縣
下
第　

五
月

十
六
区
大
沼
郡
宮
下
村
ヨ
リ
同

区
桒
原
村
ヘ
係
ル
入
費
ノ
事
件

ニ
付
桒
原
村
二
瓶
仙
太
郎
ヲ
以

テ
権
限
ヲ
代
理
為
致
）

�
委
任
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
區
岩
代
国
大
沼

郡
宮
下
村
江
係
ル
訴
訟
入
費
償

却
上
告
ノ
代
理
及
ヒ
代
言
の
件
、

雛
型
）

�
定
約
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

二
枚

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村

総
代
河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
よ
り

北
洲
舎
宛
、
訴
訟
入
費
償
却
之

上
告
事
件
貴
舎
エ
委
任
致
候
ニ

付
、
全
八
条
）

�
扱
済
口
一
札
之
事　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

控　
　

一
通

　
　
　

（
桒
原
村
長
谷
川
冨
三
郎
ほ
か
九　

九
・
二
八　
　

竪　

帳

名
よ
り
御
村
中
宛
、
宮
下
桒
原

訴
訟
入
費
事
件
示
談
ニ
付
村
中

睦
合
可
申
）

二
六

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
よ
り
白
井　

九
・
一
五

政
夫
ほ
か
二
名
宛
、
大
審
院
出

頭
日
限
ニ
付
日
延
願
書
相
添
進

達
被
下
度
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
大
審
院
ゟ
御
呼
起
之
御
達
到
着

致
候
處
愚
父
儀
者
病
床
ニ
打
臥

出
京
仕
兼
ほ
か
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
福
嶋
縣
第
十
六
区
岩
代
國
大
沼　

五
・
二
四

郡
桒
原
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か

一
名
、
書
込
「
十
一
年
八
十
一

号
」、
裏
書
「
帰
縣
仕
度
」
ほ
か
、

前
欠
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
福
嶋
縣
第
十
六
区
岩
代
國
大
沼　

五
・
二
四

郡
桒
原
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か

一
名
、
書
込
「
十
一
年
八
十
一

号
」、
前
欠
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
福
嶋
縣
第
十
六
区
岩
代
國
大
沼　

五
・
二
四

郡
桒
原
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か

一
名
、
書
込
「
十
一
年
八
十
一

号
」、
前
欠
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
福
嶋
縣
第
十
六
区
岩
代
國
大
沼　

五
・
二
四

郡
桒
原
村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か

一
名
、
書
込
「
十
一
年
八
十
一

号
」、
前
欠
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
金
銭
書
上
、「
十
七
日
廿
四
銭
」

ほ
か
）

�
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（「
御
聞
届
被
成
下
候
様
奉
願
候
」

ほ
か
、
前
欠
ヵ
）

�
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
桒
原
村
宮
下
村
山
論
訴
訟
入
費

の
件
）

�
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
「
地
券
証
ヲ
ハ
繪
図
面
ヘ
御
引

合
ニ
相
成
候
也
」
ほ
か
）

�
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（「
十
六
區
」
ほ
か
）

�
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
「
則
惣
山
入
会
之
確
乎
た
る
証

據
ニ
て
」
ほ
か
）

�
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（「
上
酒
五
合
御
買
入
被
下
度
」ほ

か
）

17　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
無
地
）

①
〔
裁
判
書
類
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
～　

中
判
型　

写
ヵ　

一
冊

（
福
島
縣
第
十
六
区
岩
代
国
大
沼　

一
一　
　
　
　

竪　

帳

郡
桒
原
村
総
代
河
越
逸
郎
外
壱

名
、「
倉
谷
入
総
山
裁
判
状
」
ほ

か
一
一
件
、
宮
城
上
等
裁
判
所

二
七

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



審
理
分
、
朱
書
「
第
一
号
」
ほ

か
、
訴
訟
用
罫
紙
）

②
〔
論
地
絵
図
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

絵　

図　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
字
高
陣
場
ほ
か
、
彩
色
、
九
四

×
一
一
三
㎝
）

③
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
地
種
・
反
別
ほ
か
書
上
、
字
中　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

曽
根
ほ
か
分
、
年
欠
「〔
福
島
縣

令
三
島
通
庸
宛
丙
号
保
証
書
〕」

を
合
綴
）

④
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
地
種
・
反
別
ほ
か
書
上
、
字
丸　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

山
ほ
か
分
、
福
島
縣
管
下
罫
紙
）

18　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

　
　
　

（「
入
會
論
書
類
」、
反
古
紙
を
再

利
用
）

①
裁
判
言
渡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写
ヵ　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り　

四
・
九　
　
　

竪　

帳

福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村

摠
代
原
告
人
河
越
逸
郎
ほ
か
三

名
・
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡
宮

下
村
総
代
被
告
人
斎
藤
善
次
郎

ほ
か
三
名
宛
、
宮
下
村
地
盤
倉

谷
入
惣
山
入
会
争
論
の
件
、
訴

状
返
答
書
共
却
下
候
事
、
朱
書

「
第
壱
号
」）

②
第
四
号　

初
告
裁
判
状　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
裁
判
所
若
松
支
廰
よ
り
原　

九
・
一
四　
　

竪　

帳

告
人
福
島
縣
第
十
六
区
岩
代
国

大
沼
郡
宮
下
村
総
代
斎
藤
善
次

郎
ほ
か
三
名
・
被
告
人
福
島
縣

第
十
六
区
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原

村
総
代
河
越
治
八
ほ
か
一
名
宛
、

原
訴
々
入
費
金
二
百
七
拾
壱
円

四
拾
三
銭
三
厘
ハ
被
告
ヨ
リ
原

告
ヘ
可
相
償
事
）

③
〔
裁
判
言
渡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
宮
城
上
等
裁
判
所
よ
り
福
島
縣　

三
・
九　
　
　

竪　

帳

岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村
総
代
原

告
河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
・
右
代

言
人
島
橋
義
幹
・
被
告
齋
藤
善

次
郎
ほ
か
二
名
宛
、
訴
訟
入
費

償
却
一
件
不
服
控
訴
の
件
、
原

告
ハ
成
規
ニ
觸
レ
タ
ル
部
分
ヲ

除
キ
其
餘
ハ
償
却
ス
可
キ
モ
ノ

ト
心
得
ヘ
シ
、
朱
書
「
第
十
号
」）

④
〔
申
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
大
沼
郡
長
木
本
貞
よ
り　

三
・
二
九　
　

竪　

帳

桒
原
村
外
三
ヶ
村
戸
長
役
場
宛
、

別
冊
控
訴
状
お
よ
び
召
喚
状
共

桒
原
村
ヘ
下
付
ニ
付
キ
出
頭
之

受
書
ハ
直
チ
ニ
郵
送
ス
ヘ
キ
、

朱
書
「
郡
乙
第
七
拾
八
号
」、
明

治
一
三
年
三
月
二
三
日
付「〔
宮

城
上
等
裁
判
所
ヨ
リ
召
喚
状
〕」

ほ
か
合
綴
）

⑤
〔
召
喚
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
宮
城
上
等
裁
判
所
よ
り
二
瓶
仙　

四
・
二
四　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

太
郎
宛
、
証
拠
物
相
携
出
頭
可

致
、
朱
書
「
本
年
第
三
十
六
号
」）

二
八

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑥
山
入
會
論
訴
訟
入
費
請
求
之
訴
状　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
下
岩
代
国
大
沼
郡
第
十　

五
・
七　
　
　

竪　

帳

六
區
宮
下
村
総
代
斎
藤
善
次
郎

ほ
か
三
名
・
代
書
人
廣
居
陸
郎

よ
り
福
島
裁
判
所
長
代
理
若
松

支
廰
司
法
省
九
等
出
仕
立
岩
一

郎
宛
、
彼
是
苦
情
申
立
入
費
償

却
不
致
難
渋
候
、
朱
書
「
第
六

百
三
十
七
号
」
ほ
か
）

⑦
入
費
請
求
不
服
控
訴
状　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

控
ヵ　

一
冊

　
　
　

（
代
言
人
島
橋
義
幹
ほ
か
一
名
よ　

一
一
・
六　
　

竪　

帳

り
宮
城
上
等
裁
判
所
長
判
事
坂

本
政
均
宛
、
訴
訟
入
費
規
則
外

ノ
入
費
記
載
ア
ル
ヲ
悉
皆
償
却

致
ス
ヘ
シ
ト
ノ
御
判
決
不
服
ニ

付
）

⑧
訴
訟
入
費
請
求
之
訴　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　

一
二
・
三　
　

竪　

帳

総
代
人
原
告
総
代
人
二
瓶
仙
太

郎
・
代
書
人
佐
藤
久
米
造
よ
り

福
島
裁
判
所
長
代
理
若
松
支
廰

詰
判
事
一
賀
道
文
宛
、
訴
訟
入

費
償
却
致
候
様
数
次
被
告
ヘ
督

促
ニ
及
ト
雖
モ
更
ニ
一
片
之
廻

答
モ
無
之
太
タ
難
渋
谷
マ
リ
候

ニ
付
）

⑨
訴
訟
入
費
請
求
之
訴　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

一　

紙　

控
ヵ　

一
通

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　

一
二
・
二
一

総
代
人
原
告
総
代
人
二
瓶
仙
太

郎
よ
り
宮
下
村
宛
、
朱
書
「
十

二
年
第
二
千
六
百
五
十
二
号
」

ほ
か
、
本
文
欠
）

⑩
訴
訟
入
費
請
求
之
訴　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村　

一
二
・
二
五　

竪　

帳

齋
藤
房
吉
外
四
拾
八
名
総
代
人

原
告
総
代
人
伊
藤
運
吉
よ
り
福

島
裁
判
所
長
代
理
若
松
支
廰
詰

判
事
一
賀
道
文
宛
、
桒
原
村
エ

請
求
方
屡
々
促
ス
ト
雖
ト
モ
償

却
不
仕
ニ
付
、
朱
書
「
十
二
年

第
二
千
九
百
四
十
五
号
」
ほ
か
）

⑪
訴
訟
入
費
償
却
ノ
上
告　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

小
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
区
岩
代
國
大
沼　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

郡
桒
原
村
摠
代
上
告
人
河
越
逸

郎
ほ
か
一
名
・
福
島
縣
第
十
六

区
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村
摠
代

被
告
人
齋
藤
善
次
郎
ほ
か
二
名

よ
り
、
七
月
一
五
日
付「
記〔
旅

籠
料
受
取
〕」
が
挟
込
）

⑫
訴
訟
入
費
之
儀
ニ
付
決
答
書　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
よ
り
、
桒　

六　
　
　
　
　

竪　

帳

原
村
曲
者
ニ
因
テ
入
費
償
却
可

致
ノ
尊
命
ハ
何
共
恕
察
仕
兼
候
、

書
込
「
是
ハ
不
差
出
」）

⑬
訴
訟
入
費
請
求
不
服
ノ
控
訴
答　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
区
岩
代
國
大
沼　

一
二
・
二
一　

竪　

帳

郡
宮
下
村
惣
代
被
告
人
齋
藤
善

次
郎
ほ
か
二
名
よ
り
宮
城
上
等

裁
判
所
長
判
事
坂
本
政
均
宛
、

今
般
不
服
ヲ
申
立
実
ニ
不
都
合

ノ
訴
状
仕
多
分
ノ
損
害
ヲ
カ
ケ

迷
惑
至
極
、
朱
書
「
第
六
号
之

内
」）

二
九

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑭
訴
訟
入
費
請
求
之
答
書　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村　

一
二
・
一
二　

竪　

帳

被
告
総
代
人
齋
藤
善
次
郎
・
代　

言
人
伊
藤
運
吉
よ
り
福
島
裁
判

所
長
代
理
若
松
支
廰
詰
判
事
一

賀
道
文
宛
、
何
卒
不
正
不
当
ノ

入
費
ヲ
引
去
リ
至
当
ノ
御
裁
判

被
成
下
度
、「
明
治
十
一
年
十
二

月
十
七
日　

明
治
十
二
年
三
月

十
三
日　

明
治
十
二
年
五
月
三

日　

御
呼
出
状
写
」
を
合
綴
）

⑮
被
告
宮
下
村
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
請
求　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

下
書　

一
冊

ノ
訴
答
戻
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
・
一
五　

竪　

帳

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村

原
告
総
代
人
二
瓶
仙
太
郎
・
代

書
人
佐
藤
久
米
造
よ
り
福
島
裁

判
所
長
代
理
若
松
支
廰
詰
判
事

一
賀
道
文
宛
、
償
却
金
額
違
算

ノ
分
ハ
今
回
本
訴
ヘ
引
直
シ
公

裁
ヲ
仰
キ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
妾
ソ

（
マ
マ
）
不
正
曖
昧
ト
云
フ
ヲ

得
ヘ
ケ
ン
ヤ
ほ
か
）

⑯
計
算
書
及
ヒ
大
審
院
ニ
差
出
シ
タ
ル　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

答
書
ノ
写
シ
内
済
取
扱
書
ノ
写
シ
大　

一
二
・
二
五　

竪　

帳

審
院
ヨ
リ
御
喚
状
写
シ

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村

齋
藤
房
吉
外
四
十
八
名
総
代
人

原
告
総
代
人
伊
藤
運
吉
よ
り
福

島
裁
判
所
長
代
理
若
松
支
廰
詰

判
事
一
賀
道
文
宛
、
明
治
一
二

年
一
二
月
二
五
日
付
福
島
裁
判

所
若
松
支
庁
奥
書
「
来
ル
明
治

十
三
年
一
月
九
日
午
前
第
九
時

答
書
持
参
可
致
者
也
」）

⑰
訴
訟
入
費
請
求
不
服
之
控
訴
答　
　
　

明
治
一
三
・　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
被
告
人
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡　

四
・
一
五　
　

竪　

帳

桒
原
村
総
代
二
瓶
仙
太
郎
よ
り

宮
城
上
等
裁
判
所
判
事
本
間
季

明
宛
、
本
県
詞
訟
（
マ
マ
）
ノ

如
キ
ハ
原
告
カ
被
告
ニ
對
シ
盡

ス
可
キ
ノ
義
務
ヲ
果
サ
ヽ
ル
一

点
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

今
回
ノ
訴
訟
入
費
ニ
於
テ
モ
原

告
カ
負
担
ス
ル
ハ
勿
論
至
当
ノ

儀
ト
信
任
認
セ
リ
、
朱
筆
「
十

三
年　

第
三
十
六
号
」
ほ
か
）

⑱
訴
訟
入
費
請
求
不
服
控
訴
之
答　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

被
告
総
代
人
よ
り
、
原
告
ハ
何

ノ
旨
趣
ア
ツ
テ
復
審
ヲ
仰
ヤ
解

致
シ
難
ク
ほ
か
）

⑲
上
申
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
第
拾
六
区
大
沼
郡
桒
原　

一
二
・
二
四　

竪　

帳

村
惣
代
河
越
逸
郎
ほ
か
三
名
・

右
代
言
人
島
橋
義
幹
・
右
指
添

人
齋
藤
永
久
よ
り
宮
城
上
等
御

裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行
宛
、
被

告
宮
下
村
エ
係
ル
訴
訟
入
費
請

求
の
件
、
被
告
宮
下
村
ヨ
リ
証

拠
ト
シ
テ
差
出
シ
タ
ル
入
費
調

ニ
押
印
シ
タ
ル
ト
雖
ト
モ
規
則

外
ノ
入
費
償
却
ス
可
キ
筋
無
之

ほ
か
、
朱
書
「
番
外
」
ほ
か
）

三
〇

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑳
上
申
書
ノ
控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
下
第
十
六
区
岩
代
国
大　

一
・
八　
　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
邨
惣
代
河
越
逸
郎
ほ

か
三
名
・
右
代
言
人
嶋
橋
義
幹

・
差
添
人
齋
藤
永
久
よ
り
宮
城

上
等
御
裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行

宛
、
福
島
縣
下
第
十
六
区
岩
代

国
大
沼
郡
宮
下
村
エ
係
ル
山
論

訴
訟
入
費
不
服
ノ
控
訴
ニ
付
出

頭
届
認
料
ノ
儀
宮
下
邨
ニ
於
テ

請
求
ノ
誤
認
タ
ル
事
覚
知
シ
取

消
ヲ
求
メ
タ
ル
ほ
か
、朱
書「
第

七
号
」）

�
〔
訴
訟
入
費
請
求
額
ニ
付
進
達
〕　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

写　
　

一
通

　
　
　

（
福
嶌
縣
第
十
六
區
大
沼
郡
宮
下　

一
・
一
二

村
被
告
人
斎
藤
善
次
郎
ほ
か
二

名
よ
り
宮
城
上
等
裁
判
所
判
事

竹
野
敏
行
宛
、
合
計
金
弐
拾
四

円
九
拾
銭
、
細
堀
嘉
十
往
復
之

儀
ハ
重
複
ニ
付
請
求
セ
ズ
、
書

込
「
明
治
十
一
年
一
月
十
七
日

進
達
」、
前
欠
ヵ
）

�
〔
訴
訟
書
類
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

小
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
明
治
一
一
年
一
〇
月
二
一
日
付　

一
〇　
　
　
　

竪　

帳

大
審
院
判
事
玉
乃
世
履
宛
「
御

猶
預
願
」
ほ
か
）

�
御
文
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
二　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　

・
一
二
・

原
告
総
代
人
二
瓶
仙
太
郎
よ
り　

一
二

福
島
裁
判
所
長
代
理
若
松
支
廰

詰
判
事
一
賀
道
文
宛
、
被
告
宮

下
村
ト
係
ル
一
件
ニ
付
答
戻
書

ヲ
付
シ
出
頭
仕
）

�
桒
原
村
一
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

写
ヵ　

一
通

　
　
　

（
宮
下
村
ノ
總
代
ハ
初
回
論
地
検

査
ノ
後
酒
井
壮
哲
出
頭
シ
タ
リ

ほ
か
）

�
上
告
届
并
訴
答
状
写
取
之
儀
ニ
付
願　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写
ヵ　

一
冊

　
　

書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
・
一
七　
　

竪　

帳

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
区
岩
代
国
大
沼

郡
桒
原
村
二
瓶
仙
太
郎
よ
り
宮

城
上
等
裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行

宛
、
御
説
諭
モ
有
之
候
ニ
付
猶

熟
考
仕
候
處
何
分
承
服
仕
カ
タ

ク
候
間
再
ヒ
奉
上
呈
）

�
帰
村
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
原
告
桒
原
村
惣
代
二
瓶
仙
太
郎　

一
二
・
一
八　

竪　

帳

よ
り
大
審
院
長
判
事
玉
乃
世
履

宛
、
私
共
ヨ
リ
福
島
縣
下
宮
下

村
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
償
却
不
服

ノ
上
告
一
件
ニ
付
一
先
帰
村
仕

来
ル
明
治
十
二
年
一
月
十
五
日

迄
ニ
上
京
仕
度
、
朱
書
「
願
之

趣
聞
届
候
事　

大
審
院
」）

�
御
願
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

一　

紙　

下
書
ヵ
一
通

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
區
岩
代
国
大
沼　

三
・
二
九

郡
桒
原
村
原
告
総
代
二
瓶
仙
太

郎
よ
り
大
審
院
長
判
事
玉
乃
世

履
宛
、
私
疾
病
ニ
付
白
井
政
夫

ヘ
代
理
相
頼
療
養
ノ
為
帰
村
仕

度
）

三
一

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村
ヨ
リ　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

同
縣
同
国
同
郡
宮
下
村
ヘ
係
ル
訴
訟　

八
・
一
八　
　

竪　

帳

入
費
償
却
不
服
ノ
上
告
事
件
ニ
付
原

告
ヨ
リ
差
出
シ
タ
ル
上
告
状
其
他
ノ

書
類
書
上
ケ
并
ニ
出
縣
仕
候
日
數
ノ

儀
ニ
付
御
検
印
願

　
　
　

（
原
告
桒
原
村
惣
代
二
瓶
仙
太
郎

・
同
代
人
白
井
政
夫
よ
り
大
審

院
南
部
甕
男
宛
、
明
治
一
一
～

一
二
年
分
、
朱
書
「
宮
城
上
等

裁
判
所
明
治
十
三
年
第
三
十
六

號　

明
治
十
三
年
四
月
廿
二
日

閲
〔
判
事
本
間
季
明
印
〕」）

�
委
任
状
之
寫
シ　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　

一
二
・
□　
　

竪　

帳

二
瓶
仙
太
郎
よ
り
福
島
裁
判
所　

長
代
理
若
松
支
廰
詰
判
事
一
賀

道
文
宛
、
福
島
縣
岩
代
国
大
沼

郡
桒
原
村
ヨ
リ
同
縣
同
国
同
郡

宮
下
村
ヘ
係
ル
上
告
ニ
関
ス
ル

訴
訟
入
費
請
ノ
事
件
ニ
付
大
沼

郡
桒
原
村
二
瓶
仙
太
郎
ヲ
以
テ

権
限
ノ
事
ヲ
代
理
為
致
度
、
明

治
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
付
「
委

任
状
」
を
合
綴
）

�
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村
ヨ
リ　

明
治
一
三
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

同
縣
同
國
同
郡
宮
下
村
ヘ
係
ル
山
入　

一
・
一
六　
　

竪　

帳

會
論
訴
訟
入
費
償
却
不
服
ノ
上
告
同

村
齋
藤
善
次
郎
細
堀
嘉
十
細
堀
壽
仙

ノ
三
名
ヘ
係
ル
ハ
原
告
桒
原
村
ノ
失

當
ニ
付
其
段
上
申
仕
依
之
一
同
帰
村

被
仰
付
就
テ
ハ
右
ヘ
関
ス
ル
上
申
書

其
他
ノ
書
類
及
ヒ
出
廰
度
數
之
儀
ニ

付
御
検
印
願

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村

斎
藤
善
次
郎
ほ
か
一
名
よ
り
大

審
院
判
事
南
部
甕
男
宛
、
明
治

一
二
年
分
、
明
治
一
三
年
一
月

二
五
日
付
大
沼
郡
桒
原
村
宛
奥

書
「
右
之
通
償
却
可
被
下
候　

宮
下
村
斎
藤
善
次
郎　

細
堀
嘉

十
」）

�
代
人
願
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村　

四
・
三　
　
　

竪　

帳

願
人
河
越
太
平
ほ
か
二
〇
名
・

代
理
人
二
瓶
仙
太
郎
・
桒
原
村

戸
長
河
越
諒
平
よ
り
、
宮
下
村

ヨ
リ
私
共
ヘ
係
リ
訴
訟
入
費
償

却
之
儀
控
訴
事
件
二
瓶
仙
太
郎

ヲ
以
代
理
為
致
度
）

�
御
検
印
ノ
寫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡
宮
下
村　

四
・
二
八　
　

竪　

帳

惣
代
人
原
告
齋
藤
善
次
郎
ほ
か

一
名
よ
り
宮
城
上
等
裁
判
所
判

事
本
間
季
明
宛
、
福
島
縣
岩
代

國
大
沼
郡
宮
下
村
ヨ
リ
被
告
同

郡
桒
原
村
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
要

求
ノ
控
訴
訴
訟
費
御
検
印
願
、

明
治
一
三
年
四
月
二
八
日
付
宮

城
上
等
裁
判
所
奥
書
「
右
之
通

相
違
無
之
事
」、明
治
一
三
年
五

月
一
〇
日
付
大
沼
郡
宮
下
村
よ

り
大
沼
郡
桒
原
村
宛「
計
算
書
」

を
合
綴
）

三
二

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
元
為
替
吉
田
清
五
郎
ゟ
借
用
金
取
調　

明
治
七
・　
　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　

書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
・
二
二　

竪　

帳

　
　
　

（
第
二
大
区
十
小
区
桒
原
村
拝
借

人
戸
長
河
越
諒
平
よ
り
若
松
縣

令
澤
簡
徳
宛
、
今
般
為
替
方
御

廃
止
ニ
付
一
時
上
納
仕
兼
候
間

追
々
御
返
納
仕
度
、
残
金
五
十

七
圓
）

�
往
復
度
數
調　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
～　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
登
町
・
帰
村
日
ほ
か
書
上
、
宮　

一
〇　
　
　
　

竪　

帳

下
村
分
、
朱
書
「
右
ハ
往
復
卅

二
度
分
調
書
ニ
シ
テ
別
紙
明
治

十
一
年
一
月
廿
一
日
附
ノ
調
書

ヨ
リ
調
ヘ
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」、

訴
訟
関
係
）

�
宮
下
村
往
復
取
調
書　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
～　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
登
町
・
帰
村
日
ほ
か
書
上
、
訴　

一
〇　
　
　
　

竪　

帳

訟
関
係
）

�
山
論
訴
訟
ニ
付
出
庭
并
往
復
費
取
調　

明
治
九
・　
　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　

書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
・
八　
　
　

竪　

帳

　
　
　

（
第
二
大
区
四
小
区
桒
原
村
原
告

惣
代
河
越
逸
郎
・
原
告
代
言
人

深
田
瀧
次
郎
よ
り
若
松
縣
裁
判

所
七
等
判
事
渡
邉
清
宛
、
金
百

拾
三
圓
三
拾
銭
、
朱
書
「
御
採

用
ニ
相
成
候
扣
冊
之
内
」
ほ
か
）

�
宮
下
村
往
復
取
調
書
扣　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

控
ヵ　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
下
第
十
六
区
岩
代
国
大　

一
・
八　
　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
河
越
逸
郎
ほ
か
一

名
・
右
代
言
人
嶌
橋
義
幹
ほ
か

一
名
よ
り
宮
城
上
等
御
裁
判
所

判
事
竹
埜
敏
行
宛
、
明
治
七
～

一
〇
年
分
、
書
込
「
明
治
十
一

年
一
月
廿
四
日
直
シ
出
ス
」
ほ

か
）

�
宮
下
邨
出
庭
取
調　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
福
嶌
縣
下
第
十
六
区
岩
代
国
大　

一
・
一
四　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
河
越
逸
郎
ほ
か
三

名
・
代
言
人
嶌
橋
義
幹
・
差
添

人
齋
藤
永
久
よ
り
宮
城
上
等
裁

判
所
判
事
竹
野
敏
行
宛
、
〆
出

庭
三
百
三
拾
六
度
）

�
往
復
度
数
調　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
嶋
縣
下
第
十
六
區
岩
代
国
大　

一
・
二
一　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
河
越
逸
郎
ほ
か
三

名
・
右
代
言
人
嶋
橋
義
幹
・
右

差
添
人
齋
藤
永
久
よ
り
宮
城
上

等
御
裁
判
所
判
事
竹
野
敏
行
宛
、

明
治
七
～
九
年
分
、
朱
書
「
上

書
ハ
訴
訟
用
紙
三
銭
ツ
ヽ
ノ
紙

六
枚
外
ニ
表
紙
弐
枚
」
ほ
か
）

�
書
類
及
出
庭
往
復
調
書　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
下
第
十
六
区
岩
代
国
大　

三
・
一
三　
　

竪　

帳

沼
郡
桒
原
村
原
告
惣
代
河
越
逸

郎
ほ
か
一
名
よ
り
、
明
治
一
一

年
三
月
一
三
日
付
宮
城
上
等
裁

判
所
奥
書
「
右
之
通
相
違
無
之

候
者
也
」）

�
福
嶌
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村
ヨ
リ　

明
治
一
一
～　

中
判
型　

原
本　

一
冊

同
縣
同
国
同
郡
宮
下
村
ヘ
係
ル
上
告　

一
二　
　
　
　

竪　

帳

事
件
ニ
付
訴
訟
入
費
計
算
書

　
　
　

（
上
告
状
ほ
か
代
金
、
〆
弐
拾
壱

三
三

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



円
廿
五
銭
ほ
か
）

�
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村
ヘ
係　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

下
書
ヵ
一
冊

ル
訴
訟
入
費
計
算
書　
　
　
　
　
　
　

一
二
・
三　
　

竪　

帳

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村

原
告
総
代
人
二
瓶
仙
太
郎
よ
り

福
島
裁
判
所
長
代
理
若
松
支
廰

詰
判
事
一
賀
道
文
宛
、
計
九
十

壱
円
五
十
四
銭
五
厘
）

�
訴
訟
入
費
調
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村　

一
・
二
一　
　

竪　

帳

惣
代
人
原
告
総
代
人
二
瓶
仙
太

郎
・
同
縣
同
国
同
郡
宮
下
村
総

代
斎
藤
善
次
郎
よ
り
福
島
裁
判

所
長
代
理
若
松
支
廰
詰
判
事
一

賀
道
文
宛
、
合
計
金
拾
五
円
七

拾
八
銭
五
厘
曲
者
ヨ
リ
償
却
ヲ

受
度
）

�
訴
訟
入
費
計
算
書　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
請
求
高
、
金
九
拾
壱
円
五
拾
四

銭
五
厘
ほ
か
）

�
出
頭
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
明
治
一
一
～
一
二
年
分
）

�
往
復
度
数
調　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

下
書　

一
冊

　
　
　

（
日
時
・
人
名
ほ
か
書
上
、
明
治　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

七
～
一
〇
年
分
、
訴
訟
関
係
）

�
原
告
被
告
口
書
写　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
岩
代
国
大
沼
郡
宮
下
村
ヨ
リ
桒　

三
・
八　
　
　

竪　

帳

原
村
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費
請
求
の

件
、
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒

原
村
惣
代
原
告
河
越
逸
郎
ほ
か

二
名
・
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡

宮
下
村
被
告
齋
藤
善
次
郎
ほ
か

二
名
分
、
朱
書
「
第
八
号
」
ほ

か
）

�
別
冊
証
據
目
録　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
区
岩
代
国
大
沼　

五
・
一
五　
　

竪　

帳

郡
桒
原
村
摠
代
原
告
人
河
越
逸

郎
ほ
か
一
名
よ
り
大
審
院
長
判

事
玉
乃
世
履
宛
、「
第
壱
号　

倉

谷
入
惣
山
裁
判
状
」
ほ
か
、
書

込
「
十
一
年
八
十
一
号
」）

�
診
断
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
医
師
八
嶋
元
利
よ
り
、
二
瓶
逸　

一
二
・
一
四

記
容
体
の
件
、
訴
訟
文
通
用
罫

紙
）

�
上
告
諸
書
物
控　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一　
　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
明
治
一
一
年
五
月
一
五
日
付
大　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

審
院
長
判
事
玉
乃
世
履
宛
、
明

治
一
一
年
四
月
二
三
日
付
「
委

任
状
」
ほ
か
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
～　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
金
銭
書
上
、
届
書
紙
弐
枚
ほ
か
、
一
〇

第
一
項
金
三
円
三
拾
銭
、
後
欠

ヵ
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
二　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
炭
店
紅
屋
安
兵
衛
よ
り
、
拾
七　

・
一
・
八

銭
五
厘
請
取
、
か
し
出
釜
代
）

三
四

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
二
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
人
名
書
上
、
訴
訟
入
費
償
却
ノ　

三
・
二
九
ヵ

上
告
事
件
ノ
為
メ
寄
留
者
、
二

瓶
仙
太
郎
ほ
か
一
名
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
大
沼
郡
宮
下
村
總
代
細
川
熊
太　

一
二
・
五

郎
よ
り
桒
原
村
二
瓶
仙
太
郎
宛
、

訴
訟
入
費
請
求
之
訴
状
ほ
か
受

取
に
付
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
四　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
齋
藤
茂
吉
よ
り
河
越
宛
、「
正　

	
・
一
・
一
八

臘
壱
貫
百
八
拾
匁
」
ほ
か
、
領

収
書
ヵ
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
石
越
會
計
よ
り
河
越
宛
、
金
銭　

一
・
三
一

書
上
、
〆
八
円
、
宿
料
）

�
証　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
適
々
斎
會
計
よ
り
河
越
逸
記
宛
、
二
・
一
四　

金
貮
円
五
拾
銭
落
手
、
束
脩
代
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
い
し
こ
し
會
計
よ
り
河
越
宛
、	

三
・
二
六

計
拾
六
円
弐
拾
四
銭
受
取
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
石
越
會
計
よ
り
河
越
宛
、
金
銭　

四
・
三
〇

落
掌
、
金
三
円
、
食
料
代
ほ
か
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
水
菓
子
や
よ
り
河
越
宛
、
金
銭　

五

書
上
、
〆
八
拾
九
銭
八
厘
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
金
銭
受
取
、
か
や
代
ほ
か
、
〆　

八
・
一
六

　
　
　
　

金
五
拾
八
銭
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
菓
子
屋
よ
り
河
越
宛
、
金
銭
書　

八
・
二
六

上
、
〆
六
貫
九
百
拾
文
）

�
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
伊
藤
よ
り
御
両
人
宛
、
金
銭
受　

八
・
三
〇

取
、
二
平
様
ほ
か
一
名
分
、
金

五
圓
六
十
三
銭
六
厘
五
毛
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
い
と
ふ
よ
り
御
両
人
宛
、
金
銭　

八
・
三
〇

受
取
、
〆
八
十
四
銭
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
石
越
會
計
よ
り
河
越
宛
、
金
六　

一
一
・
三
〇

円
弐
拾
四
銭
請
取
、
宿
料
ほ
か
）

�
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
長
門
屋
よ
り
河
越
宛
、
し
ほ
り

朝
□
十
箇
ほ
か
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
入
費
請
求
高
書
上
、
金
弐
百
拾　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

壱
円
四
拾
三
銭
三
厘
）

�
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
御
両
人
宛
、
金
銭
受
取
、
宿
代

ヵ
、
弐
拾
三
銭
三
厘
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
訴
訟
入
費
差
額
受
取
の
件
、
差

三
五

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



引
六
拾
円
ほ
か
、
中
絶
ヵ
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
二
瓶
仙
太
郎
ほ
か
一
名
の
住
所

・
族
籍
・
年
齢
書
上
）

�
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
人
名
書
上
、
白
井
政
夫
ほ
か
二

名
）

�
定
約
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
嶌
縣
下
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原　

五
・
八　
　
　

竪　

帳

村
総
代
河
越
逸
郎
ほ
か
一
名
よ

り
北
州
舎
宛
、
訴
訟
入
費
償
却

之
上
告
事
件
ニ
付
委
任
の
件
、

印
紙
添
付
）

�
委
任
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　

一
一
・
一
〇　

竪　

帳

長
谷
川
冨
三
郎
ほ
か
二
一
名
よ

り
同
村
二
瓶
仙
太
郎
宛
、
桒
原

村
ヨ
リ
宮
下
村
ニ
係
ル
訴
訟
入

費
請
求
事
件
ニ
付
二
瓶
仙
太
郎

ヲ
以
テ
権
限
ヲ
代
理
為
致
候
）

�
委
任
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
県
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　

一
一
・
一
〇　

竪　

帳

長
谷
川
文
三
ほ
か
二
一
名
、
福

島
県
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村
ゟ

同
縣
同
国
同
郡
宮
下
村
ニ
係
ル

上
告
ニ
関
ス
ル
訴
訟
入
費
請
求

之
事
件
ニ
付
桒
原
村
二
瓶
仙
太

郎
ヲ
以
テ
権
限
ヲ
代
理
為
致
度
）

�
約
定
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
何
某
よ
り
白
井
政
夫
宛
、
福
島

縣
岩
代
国
桒
原
村
ゟ
同
縣
同
国

同
郡
宮
下
村
ヘ
係
ル
訴
訟
入
費

償
却
不
服
ノ
事
件
代
言
ノ
儀
御

依
頼
ニ
付
、
雛
型
ヵ
）

�
内
済
取
扱
ノ
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

写
ヵ　

二
枚

　
　
　

（
桒
原
村
総
代
長
谷
川
富
三
郎
ほ　

九
・
一
〇

か
四
名
・
才
判
人
渡
辺
廣
三
郎

ほ
か
二
名
よ
り
宮
下
村
宛
、
宮

下
村
地
内
桒
原
村
入
會
山
ノ
件

ニ
付
金
六
拾
円
ヲ
宮
下
村
ヨ
リ

桒
原
村
ヘ
渡
ス
）

�
内
済
取
扱
ノ
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

一　

紙　

写　
　

二
枚

　
　
　

（
斎
藤
禎
治
ほ
か
一
名
よ
り
大
審　

六
・
二
三

院
長
判
事
玉
乃
世
履
宛
、
明
治

一
一
年
九
月
一
〇
日
付
宮
下
村

宛「〔
宮
下
村
地
内
桒
原
村
入
會

山
ノ
件
ニ
付
内
済
書
〕」の
写
を

提
出
）

�
訴
訟
入
費
金
受
取
証　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
福
島
縣
第
十
六
區
大
沼
郡
宮
下　

五
・
二
一　
　

竪　

帳

村
惣
代
齋
藤
善
次
郎
ほ
か
一
名

・
第
十
一
区
若
松
上
五
ノ
町
代

書
人
宮
崎
喜
蔵
よ
り
福
島
縣
第

十
六
區
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村

惣
代
人
河
越
諒
平
ほ
か
一
名
宛
、

差
引
金
貮
百
六
拾
圓
九
拾
八
銭

三
厘
、
年
欠
「
御
裁
判
執
行
願

済
口
届
」
の
写
を
合
綴
）

三
六

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
訴
訟
入
費
金
受
取
証　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

中
判
型　

写　
　

一
冊

　
　
　

（
第
十
六
区
宮
下
村
惣
代
齋
藤
善　

五
・
二
一　
　

竪　

帳

次
郎
ほ
か
一
名
よ
り
同
区
桒
原

村
惣
代
河
越
諒
平
ほ
か
一
名
宛
、

差
引
残
金
弐
百
六
拾
円
九
拾
八

銭
三
厘
受
取
）

�
書
留
郵
便
物
請
取
證　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
三
十
間
堀
三
丁
目
石
越
元
利
方　

一
一
・
一
一

河
越
逸
記
よ
り
若
松
竪
三
日
町

川
島
正
記
宛
書
状
壱
通
）

�
確
収
之
證　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
大
審
院
よ
り
、
郵
便
税
、
書
込　

一
二
・
七

「
二
瓶
」）

�
書
留
郵
便
物
請
取
證　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
銀
座
一
丁
目
河
越
逸
記
よ
り
福　

六
・
一

島
縣
下
大
沼
河
越
諒
平
宛
書
状

一
通
ほ
か
）

�
□
□
□
受
取
証　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
内
国
通
運
會
社
よ
り
河
越
宛
、	

六
・
一
三

越
□
壱
個
）

�
書
留
郵
便
物
請
取
證　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
銀
座
一
丁
め
河
越
逸
記
よ
り
岩　

六
・
二
七

代
大
沼
河
越
諒
平
宛
書
状
一
通

ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
一
・
一　

紙　

控
ヵ　

一
通

　
　
　

（
河
越
逸
郎
よ
り
白
井
宛
、
控
訴　

六
・
一
〇

状
第
一
項
ノ
ロ
ハ
後
日
對
決
之

節
手
抜
リ
ニ
相
成
間
敷
哉
御
伺

申
上
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
二　

葉　

書　

原
本　

一
通

　
　
　

（
白
井
政
夫
よ
り
二
瓶
仙
太
郎
宛
、	

・
七
・
一
五

御
依
頼
一
件
ニ
付
御
相
談
申
度

候
間
御
来
臨
ヲ
乞
フ
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
二　

葉　

書　

原
本　

一
通

　
　
　

（
関
任
詮
よ
り
河
越
雅
兄
宛
、
近　

・
七
・
二
二

日
二
瓶
君
着
都
ノ
由
承
リ
二
瓶

君
ト
共
ニ
来
館
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ

祈
ル
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
二　

葉　

書　

原
本　

一
通

　
　
　

（
う
寿
飛
布
衣
よ
り
二
瓶
長
兄
宛
、	

・
七
・
二
三

河
越
阿
兄
の
御
病
痾
如
何
ほ
か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
二　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
伊
藤
宗
吉
よ
り
河
越
逸
記
宛
、	

八
・
一　
　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

金
策
致
兼
不
得
止
昇
堂
不
仕
ほ

か
）

�
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
二
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
河
越
諒
平
よ
り
二
瓶
仙
太
郎
ほ　

八
・
二
三　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

か
一
名
宛
、
善
次
郎
ゟ
馬
場
ヘ

細
々
相
咄
候
次
第
ニ
付
報
知
、

「
至
急
要
用
」）

�
〔
包
紙
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（「
大
竹
彦
七
」
ほ
か
）

�
〔
断
簡
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
福
島
縣
岩
代
国
大
沼
郡
桒
原
村　

四
・
一
五
ヵ

惣
代
被
告
人
二
瓶
仙
太
郎
よ
り

御
係
本
間
宛
、
答
書
差
出
の
件

ヵ
、
書
込
「
本
年
第
三
拾
六
号
」

ほ
か
）

三
七

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



�
〔
反
古
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書
ヵ
一
通

　
　
　

（「
二
口
ニ
テ
二
十
銭
」
ほ
か
）

19　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（「
御
薬
種
」
ほ
か
、
反
古
紙
を
再

利
用
）

①
證　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
長
谷
川
冨
三
郎
ほ
か
九
名
よ
り　

九
・
二
七

河
越
諒
平
ほ
か
一
名
宛
、
金
五

拾
圓
九
拾
銭
四
厘
受
取
、
宮
城

上
等
訴
訟
入
費
金
宮
下
村
ゟ
請

求
之
分
）

②
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
金
銭
・
人
名
書
上
、
〆
六
拾
四

円
三
拾
銭
）

③
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
一　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
河
越
逸
記
よ
り
河
越
諒
平
宛
、	

・
四
・
三　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

以
前
徴
兵
ヲ
免
レ
ン
カ
為
メ
二

瓶
仙
太
郎
養
子
ト
相
成
お
り
候

件
ニ
付
我
カ
戸
籍
ニ
記
載
有
之

度
御
相
談
申
上
ほ
か
）

④
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
一　

葉　

書　

原
本　

一
通

　
　
　

（
北
洲
舎
よ
り
川
越
逸
郎
宛
、
御　

・
五
・
一
四

依
頼
事
件
ニ
付
至
急
御
面
談
致

度
）

⑤
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
一　

封　

筒　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
愿
治
よ
り
河
越
逸
郎
宛
）　
　
　

・
五
・
一
四

　

-1
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
一
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
馬
場
愿
治
よ
り
河
越
逸
郎
宛
、	

五
・
一
三

別
紙
書
状
到
来
ニ
付
御
届
ほ
か
）

　

-2
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
一
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（〔
河
越
諒
平
よ
り
〕馬
場
愿
治
宛
、

愚
父
ノ
止
宿
所
不
分
明
ニ
付
別

紙
御
届
被
下
）

　

-3
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
一
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
諒
平
よ
り
御
父
尊
宛
、
明
治
一　

五
・
五

一
年
四
月
三
〇
日
付
福
島
裁
判

所
若
松
支
廰
よ
り
の
召
喚
状
の

写
）

⑥
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
一
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
銑
鏘
よ
り
諒
平
宛
、
一
条
手
数　

五
・
一
六

相
係
リ
漸
昨
十
五
日
大
審
院
ヘ

上
告
致
候
ほ
か
）

⑦
〔
書
状
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書
ヵ
一
枚

　
　
　

（
宮
下
村
ゟ
御
裁
判
執
行
願
致
候

ニ
付
僕
仙
太
両
名
ニ
テ
出
庭
致

ほ
か
、
書
込
「
明
治
十
一
年
五

月
十
六
日
」）

⑧
〔
札
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
印
字「
雲
井
」、
朱
印
「
国
産
名

　
　
　
　

葉
」）

⑨
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

封　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
河
越
諒
平
よ
り
河
越
逸
記
宛
、	

五
・
一
六

　
　
　
　

本
紙
欠
、
書
込
「
無
事
急
用
」）

⑩
〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
一　

封　

筒　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
河
越
逸
記
よ
り
河
越
諒
平
宛
、	

・
五
・
一
七

本
紙
欠
、
書
込
「
至
急
」
ほ
か
）

三
八

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑪
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
川
嶋
正
記
宛
書
状
文
案
ヵ
、
御

事
件
北
洲
舎
に
依
頼
仕
候
處
仙

臺
ト
ハ
事
違
ひ
果
敢
行
ニ
不
相

成
ほ
か
）

⑫
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
書
状
文
案
、
□
町
よ
り
諒
平
宛
、

渡
部
庄
三
郎
帰
村
ニ
付
啓
達
仕

ほ
か
）

20　

〔
包
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
枚

　
　
　

（「
地
球
ノ
周
囲
ニ
ハ
」
ほ
か
、
反

古
紙
を
再
利
用
）

①
上
申
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
山
論
訴
訟
入
費
不
服
之
控
訴
状

第
一
項
ニ
掲
載
セ
シ
出
頭
届
認

料
ノ
義
初
告
裁
判
状
ノ
消
滅
ス

ル
謂
レ
無
之
ほ
か
）

②
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
斎
藤
永
久
よ
り
二
瓶
仙
太
郎
宛
、
四
・
一
七

合
金
弐
円
三
拾
銭
明
細
、
認
メ

料
ほ
か
、
奥
書
「
該
金
之
内
壱

円
受
取
」）

③
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
一
・
一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
佐
久
山
宿
関
谷
久
造
よ
り
、
金	

四
・
三
〇

三
拾
九
銭
受
取
、
止
宿
料
）

④
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
川
島
正
記
ヵ
よ
り
河
越
宛
、
金	

四
・
八

銭
明
細
ヵ
、
〆
拾
円
三
銭
）

⑤
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
売
捌
人
よ
り
河
越
宛
、
〆
拾
四　

四
・
一
三

円
六
拾
五
銭
八
厘
請
取
、
罫
紙

代
ほ
か
）

⑥
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
馬
場
よ
り
河
越
宛
、
金
五
拾
四　

四
・
二
二

圓
六
拾
銭
御
落
掌
可
被
下
ほ
か
）

⑦
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
川
嶋
正
記
よ
り
河
越
宛
、
金
銭　

四
・
二
六

明
細
ヵ
、
差
引
壱
円
九
拾
七
銭

八
厘
）

⑧
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
土
屋
幸
平
よ
り
、
金
八
拾
九
銭　

五
・
一

五
厘
請
取
、
旅
籠
料
ほ
か
）

⑨
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
八
年
六
月
八
日
百
三
号
御
布
告

第
二
項
抜
書
、
控
訴
若
ク
ハ
上

告
の
件
）

⑩
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
桒
原
村
番
地
・
人
名
書
上
、
河

越
太
平
ほ
か
一
六
名
分
）

⑪
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
鈴
木
誠
介
よ
り
河
越
逸
郎
宛
、	

三
・
七　
　
　

封　

紙　

原
本　

一
枚

態
々
御
令
息
様
御
抱
杖
の
件
ほ

か
）

⑫
〔
反
古
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

　
　
　

（
明
治
一
一
年
五
月
一
五
日
付
上

告
届
文
案
ほ
か
）

三
九

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



21　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

　
　
　

（
「
入
會
山
拝
借
願
御
下
ヶ
戻
書

類
」、
朱
印
「
河
越
藥
室
之
印
」、

書
込
「
此
願
書
十
六
年
四
月
廿

一
日
宮
下
村
戸
長
役
場
ゟ
戻
ル
」）

①
地
券
證
御
調
ニ
付
上
申
書　

山
税
之　

明
治
一
〇
・　

中
判
型　

写　
　

一
綴

儀
ニ
付
御
答
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
・
二　
　
　

竪　

帳

　
　
　

（
第
十
六
区
桒
原
村
惣
代
河
越
逸

郎
ほ
か
一
名
よ
り
福
嶋
裁
判
所

長
代
理
若
松
支
廰
司
法
省
九
等

出
仕
立
岩
一
郎
宛
、
明
治
六
年

三
月
付
「
地
券
之
證
」
の
写
を

合
綴
）

②
官
有
地
ヲ
民
有
地
ニ
引
直
ノ
儀
ニ
付　

明
治
一
六
・　

中
判
型　

下
書　

一
冊

上
申　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二　
　
　
　

竪　

帳

（
大
沼
郡
桒
原
村
惣
代
河
越
諒
平

よ
り
大
沼
郡
長
黒
金
泰
乗
宛
、

字
石
切
場
ほ
か
二
七
ヶ
所
分
）

③
山
地
拝
借
願
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村
河
越
太　

二　
　
　
　
　

竪　

帳

平
ほ
か
二
一
名
・
同
什
長
河
越

周
喜
よ
り
福
島
縣
令
山
吉
盛
典

宛
、
岩
代
國
大
沼
郡
宮
下
地
内

字
大
曽
根
ノ
内
三
五
ヶ
所
分
）

④
山
地
拝
借
願
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

控　
　

一
冊

　
　
　

（
岩
代
國
大
沼
郡
桒
原
村
河
越
太　

二　
　
　
　
　

竪　

帳

平
ほ
か
二
一
名
・
同
什
長
河
越

周
喜
よ
り
福
島
県
令
山
吉
盛
典

宛
、
岩
代
國
大
沼
郡
宮
下
地
内

字
大
曽
根
ノ
内
三
五
ヶ
所
分
）

⑤
官
有
山
地
拝
借
願　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
大
沼
郡
桒
原
村
總
代
河
越
治
八　

六
・
二
二　
　

竪　

帳

ほ
か
三
名
・
戸
長
河
越
諒
平
よ

り
福
嶋
縣
令
山
吉
盛
典
宛
、
五

十
五
番
字
石
切
場
ほ
か
、
明
治

一
六
年
二
月
二
六
日
付「〔
縣
令

三
島
通
庸
代
理
福
島
縣
少
書
記

官
村
上
楯
朝
回
答
書
〕」を
合
綴
、

朱
書
「
地
二
五
九
八
」
ほ
か
）

⑥
官
有
山
地
拝
借
願　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
二
・　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
大
沼
郡
桒
原
村
總
代
河
越
治
八　

六
・
二
二　
　

竪　

帳

ほ
か
三
名
・
戸
長
河
越
諒
平
よ

り
福
嶋
縣
令
山
吉
盛
典
宛
、
五

十
七
番
字
高
陣
場
ほ
か
、
明
治

一
六
年
二
月
二
六
日
付「〔
縣
令

三
島
通
庸
代
理
福
島
縣
少
書
記

官
村
上
楯
朝
回
答
書
〕」を
合
綴
、

朱
書
「
地
二
六
〇
〇
」
ほ
か
）

⑦
明
治
六
癸
酉
年
地
券
證
附
属
之
高
入　

明
治
六
～　
　

中
判
型　

写　
　

一
冊

會
山
一
筆
限
帳　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇　
　
　
　

竪　

帳

　
　
　

（
大
沼
郡
宮
下
村
ほ
か
一
ヶ
村
戸

長
齋
藤
喜
平
・
区
長
馬
場
庄
平

よ
り
若
松
縣
令
鷲
尾
隆
聚
宛
、

岩
代
國
大
沼
郡
宮
下
村
字
中
曽

根
山
ほ
か
、
明
治
一
〇
年
三
月

一
九
日
付
「
桒
原
宮
下
両
邨
入

會
論
議
書
取
」
ほ
か
を
合
綴
）

⑧
〔
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

中
判
型　

原
本　

一
冊

　
　
　

（
地
種
・
反
別
・
拝
借
料
金
書
上
、　
　
　
　
　
　

竪　

帳

六
十
四
番
字
鍛
治
屋
敷
ほ
か
、

福
島
縣
大
沼
郡
罫
紙
、
前
欠
ヵ
）

四
〇

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



⑨
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕一
六　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　

（
宮
下
村
惣
代
酒
井
市
三
郎
よ
り　

・
一
二
・

桒
原
惣
代
二
瓶
仙
太
郎
宛
、
官　

一
五

地
引
直
ニ
付
右
願
書
ヘ
御
調
印

被
成
下
度
ほ
か
）

四
一

河
越
卿
家
文
書
（
そ
の
四
）



近
世
文
書

　
　
　
　
代
官
と
幕
政

　
　
　
　
　
藩
政

　
　
　
　
　

〈
拝
借
〉

１　

口
演　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
落
合
組
頭
松
兵
衛
よ
り
大
新
田　

巳
・
七
・
五

村
酒
井
長
右
衛
門
宛
、
米
塩
御

拝
借
之
儀
御
貴
丈
様
御
見
次
キ

之
上
奉
希
上
并
夫
喰
代
上
納
之

儀
等
）　

２　

引
越　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
各
人
引
越
米
高
并
田
植
米
高
書

上
勘
定
）

３　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
古
町
組
大
新
田
村
外
一
ヶ
村
よ

り
、
社
倉
金
拝
借
御
願
）　

４　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
大
新
田
村
名
主
長
右
衛
門
よ
り
、

拝
借
願
追
訴
）　

　
　
　
　
村
と
町

　
　
　
　
　
人
口

　
　
　
　
　

〈
宗
門
一
札
〉

５　

〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
元
禄
二
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
越
後
魚
沼
郡
大
沢
村
庄
や
吉
兵　

巳
・
八
・

衛
よ
り
會
津
大
新
田
村
長
三
郎　

一
八

宛
、
當
村
茂
平
次
妹
け
さ
儀
貴

様
御
置
被
成
候
所
御
返
し
可
被

下
）

６　

〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
元
禄
二
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
越
後
大
沢
村
羽
鳥
善
右
衛
門
よ　

八
・
二
一

り
會
津
大
新
田
村
ニ
而
酒
井
長

右
衛
門
宛
、
茂
平
次
手
形
ニ
加

判
取
か
え
へ
持
参
候
間
手
形
御

も
ら
い
お
け
さ
此
方
へ
御
返
し

可
被
下
等
）

　

地　

域　

南
会
津
郡
南
会
津
町

所
有
者　

酒
井
恵
美

内　

容　

南
会
津
郡
大
新
田
村
の
旧
家
で
あ
る
酒
井
家
の
文
書
の
内
、『
歴
史
資
料
館
収

蔵
資
料
目
録
』
第
二
十
集
に
未
収
録
だ
っ
た
近
世
文
書
二
八
点
、
近
代
文
書
六

　
　
　
　

九
点
を
収
録
し
た
。
酒
井
家
は
江
戸
初
期
か
ら
名
主
を
務
め
、
明
治
期
は
戸
長

や
県
会
議
員
を
務
め
て
お
り
、
村
政
・
県
政
に
関
わ
る
史
料
が
多
い
。
ま
た
、

近
代
の
蚕
糸
業
の
記
録
や
魯
桑
の
栽
培
日
記
と
い
っ
た
産
業
関
連
史
料
、
酒
井

家
に
よ
る
俳
諧
等
の
文
化
活
動
に
関
す
る
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。

二
　
酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）

四
二

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



７　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
元
禄
二
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
越
後
大
沢
村
吉
兵
衛
よ
り
會
津

大
新
田
村
長
三
郎
宛
）　

８　

〔
人
別
書
上
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
小
塩
村
四
郎
右
衛
門
娘
か
ね
）　

午
・
二
・

	

一
〇

　
　
　
　
　
村
と
町

９　

〔
証
文
等
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
九
・
正　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
質
地
證
文
并
質
券
暇
状
入
）　

　
　
　
　
　

〈
村
明
細
〉

10　

〔
会
津
郡
井
桁
村
明
細
〕　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
家
数
・
村
境
・
隣
村
道
法
・
立

岩
川
・
八
王
子
神
社
等
）

　
　
　
　
　

〈
村
方
出
入
〉

11　

〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
江
戸
後
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
弥
右
衛
門
よ
り
木
伏
村
仮
役
名　

一
一
・
二
九

主
長
右
衛
門
宛
、
村
惣
わ
り
之

儀
親
父
方
ゟ
之
書
出
し
除
候
趣

村
方
へ
御
喩
被
下
度
等
）　

12　

〔
相
渡
申
一
札
之
事
〕　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
杢
之
丞
外
一
名
よ
り
、
弥
五
右

衛
門
不
届
申
出
し
一
件
御
免
被

下
ニ
付
、
大
新
田
村
覚
法
院
奥

印
、
前
欠
）

　
　
　
　
　

〈
村
災
害
〉

13　

〔
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
明
七
・
三　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
出
火
御
披
露
書
一
件
古
町
組
水　

・
八

根
沢
村
扣
）

　
　
　
　
　

〈
地
主
と
小
作
〉

14　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
大
新
田
村
よ
り
、
借
宅
之
者
御

届
書
）

　
　
　
　
　

〈
書
状
〉

15　

〔
書
状
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
綴

①
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
木
伏
弥
右
衛
門
よ
り
大
新
田
名　

五
・
一
〇

主
長
右
衛
門
宛
、
一
件
之
義
齟

齬
仕
謀
利
等
有
之
御
吟
味
被
成

之
上
觸
組
へ
御
問
合
可
然
奉
存

等
）

②
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
古
町
弥
右
衛
門
よ
り
大
新
田
村　

戌
・
四
・

仁
兵
衛
宛
、
大
新
田
徳
右
衛
門　

一
四

相
尋
候
得
共
見
へ
不
申
趣
被
仰

付
候
間
写
遣
申
候
）

四
三

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



　
　
　
　
産
業

　
　
　
　
　
商
業

　
　
　
　
　

〈
問
屋
〉

16　

〔
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
〕　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
問
屋
弐
軒
ニ
取
極
候
儀
商
賣
不

易
ニ
候
故
是
迠
通
御
取
斗
被
下

度
）

　
　
　
　
交
通

17　

〔
落
丁
一
括
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
幕
末
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
括

（
病
人
継
送
願
・
修
験
所
持
物
書

上
等
四
丁
、
綴
じ
外
れ
）

　
　
　
　
文
化

　
　
　
　
　
学
術
芸
能

　
　
　
　
　

〈
教
育
〉

18　

〔
書
札
手
習
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
通

19　

〔
落
丁
一
括
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
括

（
庭
訓
往
来
写
二
丁
、
綴
じ
外
れ
）　

20　

〔
習
書
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
柿
本
人
麻
呂
和
歌
等
）　

21　

〔
下
絵
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
公
家
画
）

　
　
　
　
　

〈
和
歌
〉

22　

〔
短
歌
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
題
松
多
年
友
）

　
　
　
　
　

〈
指
南
書
〉

23　

〔
諸
事
人
事
指
南
〕　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
く
ろ
ふ
あ
り
身
か
ま
へ
の
事
・

う
せ
も
の
品
も
の
等
）　

　
　
　
　
　
娯
楽
・
習
俗

　
　
　
　
　

〈
冠
婚
葬
祭
〉

24　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
法
號
）

　
　
　
　
封
紙
・
袋
・
断
簡

25　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
木
伏
村
彦
兵
衛
よ
り
）

26　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
木
伏
村
弥
右
衛
門
よ
り
、

方
請
書
）

27　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
木
伏
村
仮
名
主
長
右
衛
門
よ
り
、

添
書
）

四
四

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



　
　
　
　
　

〈
和
歌
〉

22　

〔
短
歌
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
題
松
多
年
友
）

　
　
　
　
　

〈
指
南
書
〉

23　

〔
諸
事
人
事
指
南
〕　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
く
ろ
ふ
あ
り
身
か
ま
へ
の
事
・

う
せ
も
の
品
も
の
等
）　

　
　
　
　
　
娯
楽
・
習
俗

　
　
　
　
　

〈
冠
婚
葬
祭
〉

24　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
法
號
）

　
　
　
　
封
紙
・
袋
・
断
簡

25　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
木
伏
村
彦
兵
衛
よ
り
）

26　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
木
伏
村
弥
右
衛
門
よ
り
、

方
請
書
）

27　

〔
封
紙
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
江
戸
期
〕　

封　

紙　

原
本　

一
枚

（
木
伏
村
仮
名
主
長
右
衛
門
よ
り
、

添
書
）

近
代
文
書

　
　
　
　
国
・
県
・
郡

　
　
　
　
　
県
会

28　

臨
時
縣
會
議
案　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
二
八
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
酒
井
、
表
紙
、
綴
じ
外
れ
）　
　

二

29　

〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
辰
三
郎
よ
り
酒
井
宛
、
縣
會
議　

八
・
一
八

員
選
挙
日
確
定
ニ
付
本
郡
西
部

ノ
方
針
之
儀
）

　
　
　
　
　
郡
役
所

30　

〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
二
三　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
南
會
津
郡
役
所
よ
り
南
會
津
郡　

・
一
二
・

伊
南
組
合
村
役
場
宛
、
公
用
并　

一
〇
〕

金
円
在
中
）　

　
　
　
　
村
と
町

　
　
　
　
　
土
地

31　

〔
官
有
地
一
件
〕　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
判
決
以
来
検
査
ナ
ク
官
有
地
ニ

査
定
セ
ル
ヽ
ニ
至
双
村
ニ
テ
証

左
類
詳
密
取
調
候
処
）

32　

〔
官
有
地
一
件
〕　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
判
決
以
来
検
査
ナ
ク
官
有
地
ニ

査
定
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
双
村
ニ
テ

証
左
類
詳
密
取
調
候
処
、
前
欠
）

　
　
　
　
　
貢
税

　
　
　
　
　

〈
取
立
・
収
納
〉

33　

〔
金
円
受
取
記
〕　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
栄
吉
分
之
地
租
金
・
区
中
割
・

戸
籍
調
入
費
等
）

　
　
　
　
　

〈
雑
税
〉

34　

〔
達
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
前
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
副
戸
長
矢
部
長
敬
よ
り
、
取
立

難
渋
之
義
被
察
候
間
先
以
村
費

惣
額
ノ
四
分
壱
ノ
分
并
区
費
一

同
相
納
候
様
）

35　

〔
領
収
書
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
二
三
・　

一　

紙　

原
本　

一
綴

（
南
會
津
郡
大
宮
村
収
入
役
馬
場　

一
一

角
次
よ
り
大
宮
村
大
新
田
酒
井

幸
七
宛
、
明
治
廿
三
年
度
一
期

自
家
用
料
酒
免
許
税
・
猟
銃
免

許
税
）

36　

〔
村
費
納
込
ノ
分
〕
記　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
第
三
科
室
井
平
蔵
よ
り
酒
井
戸　

一
一
・
一

長
宛
）

　
　
　
　
　
村
と
町

37　

萬
日
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
表
紙
、
綴
じ
外
れ
）　
　
　
　
　

一
～

四
五

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



38　

〔
諸
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
綴

①
投
票
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
三
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
水
根
澤
邨
川
原
田
定
七
代
印
徳　

一
〇
・
一
三

三
郎
よ
り
、
三
ヶ
村
関
修
繕
擔

當
人
撰
挙
）

②
〔
金
円
受
取
〕
キ　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
〕
七　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
小
松
屋
玉
次
よ
り
酒
井
宛
、
夏　

・
六
・
一
〇

服
・
巻
タ
ハ
コ
・
ク
ツ
下
等
代
）

③
〔
道
路
開
條
費
仮
出
金
受
取
〕
記　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
右
村
世
話
掛
酒
井
駒
七
郎
よ
り　

旧
七
・
八

酒
井
幸
七
宛
）

④
投
票
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
三
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
馬
場
父
吉
よ
り
、
三
ヶ
村
用
水　

一
〇
・
一
三

堀
擔
当
人
撰
挙
）

⑤
投
票　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
水
根
沢
村
馬
場
冨
五
郎
よ
り
、	

一
〇
・
一
三

用
水
堰
擔
當
人
撰
挙
）

⑥
投
票
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
一
三　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
水
根
沢
佐
藤
与
四
郎
よ
り
、
擔　

・
一
〇
・

当
人
撰
挙
）　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
〕

⑦
投
票
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
三
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
水
根
沢
星
勘
治
よ
り
、
擔
当
人　

一
〇
・
一
三

撰
挙
）

⑧
〔
投
票
書
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
一
三
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
水
根
澤
村
馬
場
三
郎
次
よ
り
、	

一
〇
・
一
三

用
水
堰
修
繕
擔
当
人
撰
挙
）

⑨
投
票
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
一
三
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
水
根
澤
村
馬
場
徳
三
郎
よ
り
、	

一
〇
・
一
三

三
ヶ
村
関
修
繕
擔
當
人
撰
挙
）

39　

諸
収
金
ノ
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
表
紙
、
綴
じ
外
れ
）

　
　
　
　
　

〈
村
政
・
区
政
〉

40　

記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
前
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
山
口
村
戸
長
本
名
八
郎
次
よ
り　

四
・
一
六

大
新
田
村
戸
長
酒
井
幸
七
宛
、

古
町
親
睦
會
之
義
ニ
付
御
呼
状

参
并
品
物
鴇
巣
村
へ
為
引
受
候

間
御
承
知
可
被
下
）　

　
　
　
　
　

〈
選
挙
〉

41　

〔
投
票
用
紙
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
綴

42　

〔
投
票
用
紙
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
綴

43　

〔
投
票
所
到
着
番
号
札
〕　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

　
　
　
　
　

〈
村
役
人
交
替
〉

44　

村
長
辞
職
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
二
四
・　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
疾
病
発
シ
劇
任
ニ
耐
ヘ
サ
ル
ヲ　

三
・
二
〇

以
テ
解
職
懇
願
仕
）

　
　
　
　
　

〈
学
校
・
教
育
〉

45　

〔
学
校
御
建
之
儀
〕　
　
　
　
　
　
　

明
治
六
・
一　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
村
々
區
寄
ニ
被
仰
付
学
校
御
取　

・
一
二

建
被
仰
付
）

四
六

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



46　

〔
封
筒
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
後
期　

封　

筒　

原
本　

一
枚

（
以
南
髙
等
小
學
校
よ
り
酒
井
幸　

～
大
正
期
〕

七
宛
）

　
　
　
　
　

〈
警
察
〉

47　

道
路
使
用
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
六
・　
　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
南
會
津
郡
大
宮
村
大
字
大
新
田　

一
〇
・
一
四

酒
井
幸
七
よ
り
田
島
警
察
署
長

警
部
髙
田
貞
次
郎
宛
、
稲
ヲ
干

燥
ス
ル
タ
メ
縣
道
使
用
御
許
可

相
成
度
）

　
　
　
　
　

〈
領
収
証
・
受
領
証
〉

48　

〔
領
収
証
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
一
八　

一　

紙　

原
本　

一
綴

（
郡
役
所
新
築
委
員
旅
費
日
當
領　

～
大
正
八
〕

収
仮
証
・
伊
南
川
水
力
電
氣
株

式
會
社
電
灯
料
金
領
収
証
）

49　

受
領
證
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
〕二
三　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
伊
南
村
外
二
ヶ
村
組
合
村
役
場　

・
二
・
七

よ
り
東
京
市
京
𣘺
区
日
吉
町
國

民
新
聞
社
宛
、
為
替
金
額
及
為

替
料
ト
モ
領
収
）

50　

〔
電
灯
料
金
領
収
証
綴
〕　
　
　
　
　

〔
大
正
一
〇　

一　

紙　

原
本　

一
綴

（
伊
南
川
水
力
電
氣
株
式
會
社
よ　

～
一
一
〕

り
酒
井
幸
七
外
一
名
宛
）

51　

〔
電
灯
料
金
請
求
領
収
証
綴
〕　
　
　

〔
大
正
一
〇　

一　

紙　

原
本　

一
綴

（
伊
南
川
水
力
電
氣
株
式
會
社
よ　

～
一
一
〕

り
酒
井
幸
七
宛
）

　
　
　
　
　

〈
書
状
・
封
筒
〉

52　

〔
書
状
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
綴

①
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
上
之
馬
場
作
次
よ
り
下
之
右
田　

一
一
・
五

新
作
宛
、
古
町
村
保
三
郎
方
よ

り
戴
テ
呉
レ
候
様
申
越
候
ニ
付

此
者
へ
御
遣
し
被
下
度
等
）

②
〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
杉
よ
り
酒
井
宛
、
酒
持
参
方
只　

旧
一
二
・

石
村
ニ
於
テ
金
札
持
参
有
之
候　

三
〇

間
金
円
差
上
ニ
付
御
承
諾
願
上

度
并
歳
暮
進
呈
仕
等
）

53　

〔
封
筒
綴
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
中
～　

封　

筒　

原
本　

一
綴

（
宮
床
村
小
山
泰
良
よ
り
大
新
田　

後
期
〕

村
用
掛
酒
井
孫
六
宛
・
舘
岩
村

長
赤
松
文
作
よ
り
大
宮
村
長
酒

井
幸
七
宛
・
大
宮
村
大
字
木
伏

五
十
嵐
陳
一
よ
り
歩
兵
第
二
十

九
聯
隊
第
六
中
隊
酒
井
嘉
一
郎

宛
封
筒
等
七
枚
）

　
　
　
　
産
業

　
　
　
　
　
農
業

54　

〔
取
調
書
上
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
種
別
・
法
量
・
人
名
書
上
）

四
七

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



　
　
　
　
　

〈
農
事
暦
〉

55　

田
方
農
事
心
得　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
三
二
・　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
大
日
本
農
會
通
常
會
員
猪
股
耕　

三
・
二
〇

作
君
ヨ
リ
田
方
農
事
心
得
書
ヨ

リ
書
取
）

　
　
　
　
　

〈
蚕
糸
〉

56　

委
托
生
絲
賣
上
ケ
仕
切
書　
　
　
　
　

大
正
一
一
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
會
津
郡
大
宮
村
柳
馬
生
絲
合
資　

一
・
五　
　
　

封　

筒　

原
本　

一
枚

會
社
よ
り
大
宮
村
大
新
田
酒
井

幸
七
宛
）

57　

〔
蚕
糸
関
係
書
留
帳
〕　
　
　
　
　
　

〔
大
正
期
〕　

小
判
型　

原
本　

一
冊

（
生
糸
枠
数
・
糸
量
・
繭
量
・
出　
　
　
　
　
　
　

横　

帳

勤
調
・
諸
費
書
上
等
）

58　

雑
速
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
大
正
期
〕　

小
判
型　

原
本　

一
冊

（
枠
数
・
繭
量
・
出
欠
席
・
諸
費　
　
　
　
　
　
　

横　

帳

書
上
等
）

　
　
　
　
　

〈
桑
〉

59　

ロ
ソ
ウ
桒
養
〔
日
記
〕　
　
　
　
　
　

明
治
一
九
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
郡
役
所
ヨ
リ
御
渡
清
國
魯
桒
植　

五
・
一
七

付
ニ
付
栽
培
手
順
・
生
育
状
況

・
天
気
・
災
害
等
記
載
、
綴
じ

外
れ
）

　
　
　
　
　

〈
馬
産
〉

60　

〔
馬
籍
簿
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

中
判
型　

版
本　

一
冊

（
大
宮
村
各
人
分
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

　
　
　
　
　
商
業

　
　
　
　
　

〈
商
取
引
〉

61　

〔
紙
代
書
上
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
横
田
紙
等
か
し
并
代
金
書
上
、	

旧
八
・
二
〇

「
送
籍
願
（
木
伏
村
平
民
）」の

再
利
用
）

62　

〔
代
金
受
取
〕
記　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
一
三
・　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
大
宮
商
業
株
式
會
社
山
本
よ
り　

三
・
一
六

酒
井
幸
七
宛
、
裏
地
等
生
地
・

羽
織
紐
等
）

　
　
　
　
交
通

　
　
　
　
　
陸
上
交
通

　
　
　
　
　

〈
開
鑿
〉

63　

〔
開
道
式
関
連
書
類
綴
〕　
　
　
　
　
〔
明
治
二
〇
〕　

中
判
型　

原
本　

一
綴

（
脚
夫
賃
書
上
記
・
人
力
車
営
業　
　
　
　
　
　
　

竪　

帳

御
請
書
・
不
参
届
綴
・
盃
分
配

調
等
）

　
　
　
　
　

〈
鉄
道
〉

64　

至
急
報
併
テ
協
議
回
章　
　
　
　
　
　
〔
明
治
中
期
〕　

一　

紙　

版
本　

一
通

（
野
岩
鉄
道
ノ
儀
訪
問
書
要
件
摘

書
、
綴
じ
外
れ
）

65　

〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
九
・
八　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
鐵
道
達
成
祝
賀
會
發
起
人
五
十　

・
一
六

嵐
徳
太
郎
外
一
二
名
よ
り
酒
井

四
八

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



幸
七
宛
、
南
會
津
郡
内
鐵
道
敷

設
ノ
件
貴
衆
両
院
通
過
ニ
付
祝

賀
會
致
度
候
間
御
賛
成
被
下
度
）

　
　
　
　
文
化

　
　
　
　
　
出
版
物

　
　
　
　
　

〈
新
聞
〉

66　

福
島
民
報　

第
千
六
百
七
十
三
號
附　

明
治
三
一
・　

一　

紙　

刊
本　

一
通

録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
二
二

（
福
島
民
報
社
発
行
、
明
治
三
十

一
年
三
月
中
福
島
縣
報
三
九
・

四
〇
頁
）

67　

福
島
民
報　

第
千
六
百
七
十
五
號
附　

明
治
三
一
・　

一　

紙　

刊
本　

一
通

録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
二
四

（
福
島
民
報
社
発
行
、
明
治
三
十

一
年
三
月
中
福
島
縣
報
四
一
～

四
四
頁
）

68　

福
島
民
報　

第
千
六
百
七
十
七
號
附　

明
治
三
一
・　

一　

紙　

刊
本　

一
通

録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
二
六

（
福
島
民
報
社
発
行
、
明
治
三
十

一
年
三
月
中
福
島
縣
報
四
九
～

五
六
頁
）

69　

福
島
民
報　

第
千
六
百
八
十
二
號
附　

明
治
三
一
・　

一　

紙　

刊
本　

二
通

録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
・
一

（
福
島
民
報
社
発
行
、
明
治
三
十

一
年
四
月
中
福
島
縣
報
一
～
一

二
頁
）

70　

福
島
民
報　

第
千
六
百
八
十
三
號
附　

明
治
三
一
・　

一　

紙　

刊
本　

一
通

録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
・
二

（
福
島
民
報
社
発
行
、
明
治
三
十

一
年
四
月
中
福
島
縣
報
一
三
・

一
四
頁
）

71　

福
島
民
報　

第
千
六
百
八
十
四
號
附　

明
治
三
一
・　

一　

紙　

刊
本　

一
通

録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
・
三

（
福
島
民
報
社
発
行
、
明
治
三
十

一
年
四
月
中
福
島
縣
報
一
五
頁
）

　
　
　
　
　
学
術
芸
能

72　

〔
手
控
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
人
權
ハ
貴
重
ナ
ル
宝
長
タ
ル
論

・
短
歌
・
手
習
等
）　

73　

〔
手
控
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
征
清
・
胡
の
志
那
を
題
に
詠
歌

等
）

74　

〔
手
控
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
明
治
の
世
多
病
短
命
非
凡
の
人

物
な
い
等
を
憂
う
愚
老
秘
要
の

思
い
）

　
　
　
　
　

〈
教
育
〉

75　

〔
手
習
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
の
ほ
せ
さ
け
の
妙
や
く
等
、
文

久
二
年
「
御
賞
方
願
書
」
表
紙

の
再
利
用
）

76　

〔
手
習
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
月
輝
如
晴
雪
梅
等
）

四
九

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）



77　

〔
習
字
一
括
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
括

（
知
證
成
改
等
習
書
二
枚
）　

78　

〔
習
字
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
無
多
言
多
言
多
敗
無
多
事
多
事

多
患
）

　
　
　
　
　

〈
小
説
〉

79　

往
来　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
中
期
〕　

小
判
型　

下
書　

一
冊

（
酒
井
孫
六
書
、
貧
乏
神
之
命
福　

極
・
晦　
　
　

竪　

帳

貴
之
門
ニ
入
噺
、
一
紙
二
通
挟

み
込
み
）

　
　
　
　
　

〈
和
歌
〉

80　

〔
狂
歌
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
中
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
千
條
亭
長
足
、
唐
土
許
由
の
こ

と
を
思
ひ
て
）

81　

〔
詠
歌
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
三
四
〕　

一　

紙　

原
本　

一
綴

（
酒
井
孫
六
、一
休
宗
純
・
芭
蕉	

辛
丑
・
仲
秋

翁
を
思
ひ
て
并
五
倫
五
常
を
省

み
等
し
て
詠
）　

82　

〔
詠
歌
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
三
六
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
良
民
の
心
得
を
記
し
て
詠
）　
　

癸
卯

83　

〔
短
歌
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
士
農
工
商
・
古
教
・
述
懐
・
恤

兵
・
堪
忍
を
題
に
）

　
　
　
　
　

〈
俳
句
〉

84　

〔
俳
諧
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

下
書　

一
通

（
枯
し
木
の
二
度
の
風
情
や
蔦
紅

葉
等
）

　
　
　
　
　
医
療
・
博
物

　
　
　
　
　

〈
医
薬
〉

85　

〔
書
状
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
近
代
期
〕　

一　

紙　

原
本　

一
通

（
斎
木
甚
吉
よ
り
酒
井
幸
七
宛
、	

一
・
二
八

御
令
閨
之
水
薬
御
服
用
方
并
点

眼
水
一
瓶
差
上
）

　
　
　
　
　
歴
史
・
地
誌

　
　
　
　
　

〈
歴
史
物
語
〉

86　

〔
會
津
松
平
君
騒
動
記
〕　
　
　
　
　

〔
明
治
期
〕　

一　

紙　

写　
　

一
通

（
會
津
城
下
違
作
并
家
中
困
窮
を

憂
并
御
家
中
山
中
派
田
中
派
ニ

也
等
、
前
欠
・
後
欠
）　

　
　
　
　
封
紙
・
袋
・
断
簡

87　

〔
書
類
袋
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
大
正
期
〕　

袋　
　
　

原
本　

一
枚

（
大
正
五
年
以
前
之
要
用
書
類
）

五
〇

酒
井
一
家
文
書
（
そ
の
二
）
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